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Ⅰ 畜産高度化支援リース事業留意事項（通常リース用）

平成２５年４月 ８日２５環機第２０８号 制 定

平成２６年３月３１日２６環機第１７７号 一部改正

本留意事項は、畜産高度化支援リース事業実施要領（平成２２年５月２８日付け２２環機

第４４８号、以下「実施要領」という。）に定める経営リース、食肉リース及び生乳リースを実

施するために留意すべき事項について説明します。

なお、用語の定義は、実施要領に定義した用語を使用します。

１ 共通事項

（１）貸付施設等の範囲は、実施要領の別表（以下「別表」という。）１から３の項目及び品

目欄に記載された施設・機械・装置等になります。項目に記載された種類に該当し、品

目欄にない施設・機械・装置等については、あらかじめ機構の担当者に問い合せて下

さい。

（２）貸付対象施設等における施設・機械・装置等は、現に一般に販売等されているもの

で、実証展示的なもの（原則として、貸付申請時点において、稼働実績が無く、貸付期

間を通して正常に稼働すると判断できないものをいう。）は、貸付けの対象にはなりま

せん。

（３）貸付申請時において、満７０歳を超える個人の貸付申請者が、構築物等貸付期間の

長期に亘る貸付施設等の申請を行う場合は、後継者の有無を勘案して貸付けを決定

します。

２ 貸付対象施設等の範囲について

（１）経営リース

ア．ダンプカー、トラック又は軽自動車のあおりを嵩上げ必要な場合、その設置経費も

本事業のリース対象になります。

なお、嵩上げをするにあたっては、当該運搬車に記載されている積載荷重を厳守

願います。

イ．トラクター等汎用性の高い貸付施設等を希望する場合、実施要領の別表１の項目

に即した利用を満たす必要があります。

ウ．特認施設等は、実施要領の別表１の項目の種類に該当しない施設・機械・装置等

であって、実施要領の第１の２の（１）のアの（エ）に定める要件に該当するものになり

ますが、希望する施設等が特認施設等に該当するかどうかは、あらかじめ当機構の

担当者に問合せてください。また、（エ）の の６次産業化に関するものについては、

乳製品製造販売等や食肉加工販売等に必要なものが対象になります。

なお、特認施設等の貸付申請に際しては、その効果及び必要性を記載した書面及

び必要性を記載した書面及び都道府県畜産主務課長の意見書の提出が必要となり

ます。

（２）食肉リース

ア．ＢＳＥその他の疾病対策等衛生基準の高度化等のために必要な機械・施設等は、

冷蔵・冷凍車（軽車両を含む。）、冷蔵・冷凍車（車台、軽車両を含む。）、冷蔵・冷凍

車（コンテナ、軽車両を含む。）、洗浄機、室内衛生管理機器、内臓処理機、残毛処理

機に限定されます。なお、室内に設置する殺菌装置は、室内衛生管理機器、牛枝肉
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懸垂車は冷蔵冷凍車として、衛生管理機械に含めることができます。

イ．食肉販売店に貸付けできる貸付施設等は、別表２の（１）の食肉の加工、販売及び

畜産副産物の処理に必要な施設等に掲げる施設・機械・装置等になります。

ウ．食肉センター等に貸付けできる貸付施設等は、別表２の（２）の肉畜のと畜解体か

ら部分肉処理加工、それらの配送等に必要な施設等に掲げる施設・機械・装置等に

なります。

（３） 生乳リース

ア．貸付施設等は、集送乳の合理化等のために必要な施設等に限定されます。

イ．貸付けの対象となるものは、指定生乳生産者団体等が生乳を集送乳するのに必

要とするもの又は指定生乳生産者団体等から配乳を受けた乳業メーカー等が、当該

生乳を冷却又は滅菌するための貯乳施設、乳成分等分析検査機器等に限定されま

す。なお、乳業メーカー等が当該生乳以外の生乳について集送乳等の合理化等を図

るために必要な施設等は、貸付けの対象にはなりません。

３ 借受者の範囲等について

（１） 経営リース

ア．直接リース方式で貸付けできる者は、①農業の振興を目的とする団体等、コントラ

クター等（別表５の１のａの（ｈ）又は（ｉ）については、要件に適合することが確認できる

書面、又、同ｂについては、法人化や規模拡大等を確認できる総会等の議事録を添

付してください。）、及び堆肥センター（別表５の２のｆについては、団体を構成する養畜

を行う者について、その畜種別の明細を添付してください。）、②養畜の事業を行う畜

産農業者（要領第１の２の（１）のイの（イ）の の（ ）及び（ ）の要件を満たす必要が

あります。）、③養畜の事業を行う法人（中小法人）、④農協等が議決権の過半数を

持つ株式会社、⑤集団（①、②、③、又は⑤を含む２以上の農業者で構成する集団を

いう。）

イ．間接リース方式で貸付けできる者は、アの①とし、その構成員等（一般社団法人又

は一般財団法人の構成員等は除く。）又は②から④の者に対し、直接又は転貸借受

団体を介して再貸付けできます。

ウ．集団で貸付申請する場合は、当該集団において組織規程、会計規程が整備され

ているとともに、毎年度、役員会、総会等が定期的に開催されており、決算が役員会、

総会等で承認されている必要があります。また、貸付施設等の利用に当たっては、貸

付施設等共同利用契約書を作成する必要があります。

（２） 食肉リース

ア．別表２の（１）の食肉の加工、販売及び畜産副産物の処理に必要な施設等を直接

リース方式で貸付けできる者は、①食肉販売事業協、②食肉販売事業連、③農協等

が株主であって議決権の半数所有し、かつ食肉販売を営む株式会社、④社団法人

日本畜産副生物協会、⑤社団法人日本市場卸売協会であって、同施設等を自ら使

用する場合に限られます。

また、同施設等を間接リース方式で貸付けできる者は、上記の法人のうち③を除く

法人の直接又は間接の組合員であって、同施設等を自ら使用する場合に限られま

す。

イ．別表２の（２）の肉畜のと畜解体から部分肉処理加工、それらの配送等に必要な施

設等を直接リース方式で貸付けできる者は、①都道府県の全部又は一部の区域を

地区とする農協連、②国又は振興機構の補助事業により整備された施設を有する法
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人（独立行政法人及び地方公共団体を除く。）、③②を除く中小法人、④財団法人日

本食肉生産技術開発センターであって、同施設等を自ら使用する場合に限られま

す。

また、同施設等を間接リース方式で貸付けできる者は、①及び④の直接又は間接

の組合員等であって、同施設等を自ら使用する場合に限られます。

（３） 生乳リース

ア．中小法人への貸付けは、広域指定生乳生産者団体等又は農業協同組合等から

生乳の集送乳等業務を受託して当該業務の委託契約を締結し、理事長が認めた場

合に限ります。

イ． 牛乳販売店が構成員となっている商工組合、牛乳の流通に関する団体又はその

構成員に貸付けできる貸付施設等は、宅配専用車、自動販売機等販売機器、経営

管理機器になります。

ウ．農協等が議決権の過半数を持つ株式会社は、借受団体となれませんので、貸付

施設等の再貸付はできません。

４ リース契約等の方式について

（１） 直接リース方式の貸付契約は、機構と借受者との間で貸付契約を締結します。

この方式においては、借受者の直接又は間接に所属する団体が受託団体として、

機構の業務を受託することになります。

（２） 間接リース方式は、機構と借受団体とで貸付契約を締結しますが、ほぼ、同じ内容

で最終リース団体と借受者においても再貸付契約を締結することになります。

この方式は、機構が借受団体に委託した業務を、借受団体から借受者の直接又は

間接の所属団体である最終リース団体に再委託することになります。

５ 貸付期間について

（１） 貸付施設等の貸付期間は、別表１から３の「貸付施設等及びその貸付期間」の貸付

期間欄の年数になります。

（２） 貸付期間（法定耐用年数）の短縮又は延長を希望する場合、実施要領別紙様式の

様式１号から３号の「貸付期間の短縮又は延長」の欄に記載することにより、短縮又は

延長ができます。

（３） 貸付期間の短縮については、法定耐用年数が１０年未満の貸付施設等の場合は、

法定耐用年数の７０／１００（端数切捨て）、法定耐用年数が１０年以上の貸付施設等

の場合は、法定耐用年数の６０／１００（端数切捨て）の期間までとします。

（４） 貸付期間の延長については、法定耐用年数の１２０／１００（端数切上げ）の期間ま

でとします。なお、理事長が特に必要と認める場合は、２０年を限度として、当該必要と

する年数まで認められます。

（５） 法定耐用年数の異なる複数種類の貸付施設等（動産総合保険対象施設等に限る。）

を借り受けるときは、借受者が申請手続きをすることにより、それぞれの貸付施設等の

法定耐用年数を加重平均することにより、統一した貸付期間とすることができます。

６ 貸付料について

（１） 貸付料の支払いについては、年１回又は年４回（３ヵ月毎）支払いの二方法がありま

す。

（２） 貸付料の算定方法

－ 2－ － 3－
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貸付料の年額＝基本貸付料の年額＋附加貸付料の年額＋消費税額及び地方消

費税額（以下「消費税」という。）相当額

・基本貸付料の年額＝（貸付施設等の取得価額－譲渡価額）÷貸付期間

・取得価額＝購入価額（消費税抜き価額。千円単位とする。）

・購入価額＝支払対価の額－消費税

・譲渡価額＝取得価額×１０％

（３） 附加貸付料の年額＝［貸付施設等の取得価額－（譲渡価額＋前年度までに納入し

た基本貸付料の額）］×理事長が定めた料率（基準料率）

（４） 消費税＝基本貸付料の年額×５％

なお、譲渡価額にも５％の消費税が課せられます。

（５） 初回の貸付料について

年１回払いにおける初回の貸付料は、借受者の負担軽減のため、年間リース金額

の１／３（ ヶ月分）になっております。残りの２／３（８ヶ月分）については、最終回の貸

付料になります。

（６） 貸付料の年４回払いを希望する場合

年４回の支払いを希望する場合は、貸付申請書（実施要領別紙様式１号の１及び１

号の２又は別紙様式の２の２の様式１号の１及び１号の２の「貸付料の納入方法」欄の

□年４回払いに✓印を記入してください。

この場合、貸付申請者及び借受団体又は受託団体（以下借受団体等）という。）は、

４回払いすることについて、事前に調整してください。

７ 貸付施設等の譲渡について

（１） 貸付期間を満了したときは、譲渡代金（消費税額を含む。）の納入をもって借受者等

に貸付施設等が譲渡され、所有権が移転します。

（２） 車両の譲渡については、譲渡代金の納入を確認後、機構から借受者等への所有権

移転手続きが必要となる委任状、理事長の印鑑証明、譲渡証明書を借受団体等あて

送付しますので、速やかに手続きを執って下さい。

８ 貸付施設等のうち車両に係る車両登録及び自動車税について

（１） トラック及びダンプカー並びに公道を走行するショベルローダー等にあっては、必ず、

車両登録をして下さい。

（２） 車両の新規検査登録に必要な機構の委任状、理事長の印鑑証明等書類は、適宜、

機構に連絡の上受領し、所有者は機構、使用者は借受者として登録して下さい。

（３） 自動車税については、借受者が納入することになっていますので、可能な限り所管

する自動車税事務所から所定の納税管理人を指定する申告書を入手し、当該申告書

に借受者が記名、押印した上で機構に提出し、納税者が借受者になるよう手続きをお

願いします。

９ 保険の加入について

（１） 動産総合保険以外の保険の加入

ア．損害保険及び車両保険の対象となる貸付施設等については、機構を保険金受取

人として、借受者が保険に加入します。この場合、保険契約期間は、貸付施設等の

貸付期間と同一又は貸付期間中これを更新し、継続となる契約になります。

イ．借受者が損害保険及び車両保険に加入したときは、当該保険に係る保険証書の
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写を送付します。

ウ．借受団体等は、損害保険等に加入しない借受者に対し、損害保険等に加入しない

理由を求めるものとし、その理由を機構に報告します。なお、その求めにも応じない

場合には、契約解除を求めることになります。

（２） 動産総合保険の加入

損害保険及び車両保険の対象となる貸付施設等以外は、機構が一括して動産総合

保険に加入します。

１０ 貸付施設等の維持管理等

（１） 維持管理の原則

借受者は、善良なる管理者の注意をもって貸付施設等を維持管理するものとします。

また、販売業者等が貸付施設等に貼付した記号シールが風雨等により剥がれる等確

認ができなくなったときは、自ら確認ができるような措置を講じて下さい。

（２） 借受者は、貸付施設等の改造はできませんが、申請に基づき機構がやむを得ない

事情があるとして承認したときは、改造を行うことができます。改造に当たっては、「機

構の許可が必要な改造の考え方について」（平成２３年５月１７日制定）に基づき行って

下さい。

１１ 事故の発生の場合の措置について

（１） 貸付施設等に事故等が発生した場合は、直ちに、電話等で直接又は借受団体等を

経由して機構に連絡して機構の指示を受けるとともに、「事故・故障状況報告書」により

事故の内容等を借受団体等を経由して機構に報告して下さい。

（２） 動産総合保険に係る事故であって、保険会社に保険金を請求する場合は、「畜産

環境整備機構損害保険要領（平成２０年９月２９日２０環機第８３８号）第４の３の規定

に基づく「貸付施設等事故報告書」を提出して下さい。また、機構は、借受者からの「貸

付施設等事故復旧報告書」の提出を受けて、保険会社から支払を受けた保険金を、原

則として、借受団体等を通じて支払います。

（３） 動産総合保険に係る事故以外の事故については、（２）の「貸付施設等事故報告書」

に準じて作成し、借受団体等を経由して機構に提出して下さい。

１２ 災害等の場合の貸付料の徴収の繰延、猶予及び免除について

（１） 貸付料の免除

ア．借受者は、災害、事故、故障、行政機関の命令、自己の都合その他いかなる理由

で貸付施設等を使用せず、又は使用することができなかった場合でも、貸付料の支

払いの責任を免れることができません。

イ． しかしながら、阪神大震災、東日本大震災のような著しく大規模な災害等によって

貸付施設等が滅失又は使用不能となった場合において、借受者及び周辺地域の被

災の状況から借受者の経営の再建が著しく困難であると認められる場合には、特例

の措置として被災時点以降の貸付料を免除することがあります。

（２） 貸付料の徴収の繰延、猶予

貸付料の徴収の繰延又は猶予については、「家畜伝染病の発生等による貸付料

等の徴収の繰延の取扱要領」、「東北地方太平洋沖地震に係る家畜伝染病の発生

等による貸付料等の徴収の繰延の取扱要領の特例について」、「東日本大震災に係

る貸付料等の徴収の再繰延の取扱要領」に基づき手続等を行います。
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１３ 貸付けの申請について

（１） 貸付施設等の選定

ア．貸付申請者は、リース対象施設等を選定する際、原則として三者の見積合わせを

行う等価格競争原理を導入し、価格を低くするよう努めてください。見積合わせに際し

ては、自らが希望する機械・装置の性能、規模等の妥当性及びアフターサービスにつ

いて十分検討して、できる限り低コストなものを選定するとともに、検討の結果を踏ま

えて見積合わせの条件を設定し、販売業者等に当該条件を説明の上、実施してくだ

さい。

なお、販売業者等が作成する見積書については、「販売業者等との売買事務手続

き等について（詳細版）」を参考にしてください。

イ．貸付申請者は、貸付対象施設等及び販売業者等の選定に当たって、原則として、

予め銘柄又は販売業者等を特定した見積書の徴取とならないよう、適切に行って下

さい。また、見積合せの結果については、その都度、それを記録にとどめ、貸付契約

が終了した翌年度から起算して５年間、関係書類とともに保管してください。

（２） 貸付申請書

貸付申請者は、実施要領別紙様式の「畜産高度化支援リース事業貸付施設等貸

付申請書」を作成し、直接リースにあっては所属する団体（受託団体）に、間接リースに

あっては所属する団体（借受団体又は転貸借受団体）に提出し、都道府県畜産主務課

を経由して機構に提出します。なお、受託団体は、様式例３の「畜産高度化支援リース事業

貸付申請の提出について（進達）」に基づき機構に進達します。この場合、貸付申請額が５百

万円未満の申請（補助付きリース事業を除く。）又は貸付申請者が全国団体である場

合（実施要領第３の４の（２）のアの（エ）の規定の適用を除く。）は、都道府県主務課長

の意見は任意ですので、直接、当機構へ提出しても構いません。

ア．借受団体等の審査

（ア） 借受団体等は、貸付申請書に記載された貸付対象施設等及び貸付申請者の

要件を審査し、様式例１－１～３の「畜産高度化支援リース事業貸付申請に係る審査表」

を作成します。また、貸付申請者が「機構のリース事業の健全かつ円滑な実施の確

保について」（平成２３年３月３１日付け２３環機第２１９号改制定、以下「円滑な実

施の確保について」という。）記の１の（２）から（６）に該当する場合は、貸付申請を

行うことができません。

（イ） 貸付申請者の長期借入金等の売上高に対応する割合が５割を超える場合、

「円滑な実施の確保について」の別紙２「長期借入金等負債の償還計画」の提出

が必要となります。この償還計画は、貸付け後において、貸付申請者の貸付料等

の納付に支障がないことを判断する重要な書面となりますので、正確に記入する

よう指導してください。

（３）貸付申請書の添付書類

ア．貸付申請に係る審査表（借受団体等が作成）

イ．貸付希望施設等の見積書（貸付申請者）

ウ．貸付希望施設等のカタログ等（図面等の場合は、原本証明が必要）（貸付申請者）

エ．貸付申請に追加で必要となる場合

（ア） 長期借入金等が売上高の５割を超えるとき

「円滑な実施の確保について」別紙２の「長期借入金等負債の償還計画」

（イ） 貸付申請額が３千万円から１億円 食肉リースは１千万円から３千万円 未満の
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場合

貸付施設等を導入後の経営状況報告書（「円滑な実施の確保について」の別紙

３）

（ウ） 貸付申請額が１億円 食肉リースは３千万円 以上の場合

貸付施設等を導入後の経営状況報告書（「円滑な実施の確保について」の別紙

３）及び事業計画書（「円滑な実施の確保について」の別紙４）

（エ） 貸付希望施設が構築物である場合

当該貸付施設等を設置するための必要な法的手続きに関する調書（様式例２

の「貸付施設等を設置するために必要な法的手続きに関する調書」）

（オ） その他の提出書類等

申請の内容等により、上記に加え、審査に必要な書類

１４ 貸付けの決定と貸付契約の締結等について

（１） 借受者との貸付契約及び販売業者等との貸付施設等の売買契約書の契約日は、

同一日とします。

（２）機構は、貸付決定後速やかに、契約内容を記載した貸付契約書を借受者等に、貸

付施設等の売買契約書を販売業者等にそれぞれ送付します。

（３）貸付施設等が請負工事を伴う物件である場合、販売業者等は、機構から送付する

売買契約書に、印紙税法に基づく額の収入印紙を貼付し、機構に提出します。

（４）貸付施設等の所有権が機構に移転するまでの間における販売業者等の倒産、銀

行取引停止や自然災害等の危険については、関係する直接の当事者である借受者

又は借受団体等及び販売業者等との間において解決することになります。

１５ 貸付施設等の納入及び検収について

（１） 貸付施設等の検収の実施

ア．貸付施設等の引渡検査は、機構が別に定める「畜産環境整備機構貸付施設等

検収要領」（平成２０年９月２９日２０環機第８３７号）及び販売業者等に通知した「販

売業者等の売買事務手続き等について」に基づき実施します。

イ． 借受団体等の検収実施者は、機構が販売業者等に発注した貸付施設等が、仕

様書等どおりに設置等されていることを検査します。

ウ．機構は、貸付施設等の検収に当たって、借受団体等に検収の実施を委託します

ので、借受団体等は、借受者及び販売業者等の立会の下、設置場所で検収を行い

ます。

エ．同一の貸付契約における複数の貸付施設等の検収は、原則として同一日で行

って下さい。

オ．貸付施設等のうち、ダンプカー、ミルクタンクローリー、冷蔵・冷凍車など車両の

検収日については、車両登録日になります。この場合の検収は、なるべく車両登録

後、速やかに実施して下さい。

カ． 車両については、検収時に自動車保険への加入を「損害保険加入確認書」

（「畜産環境整備機構損害保険要領」別紙様式第１号）により確認して下さい。

キ．直接リースにおいて、受託団体を経由せず、直接機構に申請がなされた契約に

係る貸付施設等の引渡の立会は、原則として、機構が行います。

（２） 貸付施設等検収報告等

ア．借受団体等は、検収において、貸付施設等が仕様書等に合致し適切である場合
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は、検収を終了します。

イ． 借受者は、借受団体等の検収が終了したときに、貸付施設等の引渡を受けるも

のとし、貸付施設等設置確認書を販売業者等に交付します。

ウ．販売業者等は、イにおいて貸付施設等の引渡が完了したときは、貸付施設等設

置確認書と貸付施設等の代金請求書を添付し、機構に提出します。

エ．借受団体等は、検収についての調書を記載した「畜産環境整備機構貸付施設等

検収要領」に基づく０貸付施設等検収報告書を機構に提出します。

１６ 貸付契約の変更等について

（１） 貸付契約の変更

ア．借受団体等は、借受者から貸付施設等の設置場所の変更及び借受者の変更等

の契約事項の変更の相談等を受けたときは、できるだけ速やかに、機構が別に定

める様式に従い、変更承認依頼文書等を作成し機構に提出して下さい。

イ． 貸付契約は、原則として貸付期間中の解約はできません。ただし、借受者から申

し出のあった解約理由を考慮し、機構が解約理由をやむを得ないと認めたときは、

機構の条件（精算額、精算額納入期限等）を了承の上、解約することができます。や

むを得ない理由とは、原則として、借受者の廃業とします。

（２） 借受団体等は、貸付契約上の地位の承継（借受者の変更）を申請する場合、変更

後の借受者（「引受者」という。）が実施要領上に定められた資格要件を満たすととも

に、「円滑な実施の確保について」記の１の（１）から（６）に該当しないことを確認して

下さい。

（３） 上記の申請は、都道府県畜産主務課を経由して機構に提出して下さい。

１７ 実施要領において定められている様式以外の様式例について

実施要領に基づく申請、契約、報告、届出等の様式は、実施要領及び実施要領に基

づく細則等に定めるもののほかは、機構が別に定める様式例により行うものとする。

１８ その他

貸付施設等は、借受者の資産に計上され、毎年減価償却により費用計上して経理処

理します。

附 則

１ この留意事項は、平成２５年４月８日から施行し、同年４月１日から適用する。

２ この留意事項の制定に伴い、畜産環境整備リース事業の留意事項（平成２３年５月１

１日２３環機第３５６号）、食肉販売等合理化施設整備リース事業の留意事項（平成２３年

５月１１日２３環機第３５６号）、生乳流通効率化支援リース事業の留意事項（平成２３年

５月１１日２３環機第３５６号）は廃止する。

附 則

この留意事項は、平成２６年４月１日から施行する。

－ 8－
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は、検収を終了します。

イ． 借受者は、借受団体等の検収が終了したときに、貸付施設等の引渡を受けるも

のとし、貸付施設等設置確認書を販売業者等に交付します。

ウ．販売業者等は、イにおいて貸付施設等の引渡が完了したときは、貸付施設等設

置確認書と貸付施設等の代金請求書を添付し、機構に提出します。

エ．借受団体等は、検収についての調書を記載した「畜産環境整備機構貸付施設等

検収要領」に基づく０貸付施設等検収報告書を機構に提出します。

１６ 貸付契約の変更等について

（１） 貸付契約の変更

ア．借受団体等は、借受者から貸付施設等の設置場所の変更及び借受者の変更等

の契約事項の変更の相談等を受けたときは、できるだけ速やかに、機構が別に定

める様式に従い、変更承認依頼文書等を作成し機構に提出して下さい。

イ． 貸付契約は、原則として貸付期間中の解約はできません。ただし、借受者から申

し出のあった解約理由を考慮し、機構が解約理由をやむを得ないと認めたときは、

機構の条件（精算額、精算額納入期限等）を了承の上、解約することができます。や

むを得ない理由とは、原則として、借受者の廃業とします。

（２） 借受団体等は、貸付契約上の地位の承継（借受者の変更）を申請する場合、変更

後の借受者（「引受者」という。）が実施要領上に定められた資格要件を満たすととも

に、「円滑な実施の確保について」記の１の（１）から（６）に該当しないことを確認して

下さい。

（３） 上記の申請は、都道府県畜産主務課を経由して機構に提出して下さい。

１７ 実施要領において定められている様式以外の様式例について

実施要領に基づく申請、契約、報告、届出等の様式は、実施要領及び実施要領に基

づく細則等に定めるもののほかは、機構が別に定める様式例により行うものとする。

１８ その他

貸付施設等は、借受者の資産に計上され、毎年減価償却により費用計上して経理処

理します。

附 則

１ この留意事項は、平成２５年４月８日から施行し、同年４月１日から適用する。

２ この留意事項の制定に伴い、畜産環境整備リース事業の留意事項（平成２３年５月１

１日２３環機第３５６号）、食肉販売等合理化施設整備リース事業の留意事項（平成２３年

５月１１日２３環機第３５６号）、生乳流通効率化支援リース事業の留意事項（平成２３年

５月１１日２３環機第３５６号）は廃止する。

附 則

この留意事項は、平成２６年４月１日から施行する。

9 

畜産高度化支援リース事業留意事項（通常リース）の様式例一覧

様式例

番 号
様 式 例

１－１ 畜産高度化支援リース事業貸付申請に係る審査表（経営リース）

１－２ 畜産高度化支援リース事業貸付申請に係る審査表（食肉リース）

１－３ 畜産高度化支援リース事業貸付申請に係る審査表（生乳リース）

２ 貸付施設等を設置するために必要な法的手続きに関する調書

３ 畜産高度化支援リース事業貸付申請の提出について（進達）
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様式例１－１

畜産高度化支援リース事業貸付申請に係る審査表

（経営リース）

平成 年 月 日

一般財団法人畜産環境整備機構環境整備部 殿

所属団体名

部課名電話番号

氏 名 印

下記の貸付申請者に係る要件等及び貸付けできない申請者に係る審査を行ったので、下記のとおり報告します。

記

要
件
等

申 請 者 名

貸付申請者は、貸付申資者の要件を満たしているか。 適 ・ 否

貸付申請施設等は、貸付けの対象となる施設等であるか。 適 ・ 否

「畜産高度化支援リース事業の健全かつ円滑な実施の確保につ

いて」１の（１）から（６）に該当しないこと。
該当せず ・ 該当する

項 目 年度 年度 年度

飼
養
家
畜
の
生
産
性

酪 農 経産牛１頭当たりの年間搾乳量（品種： ） ㎏ ㎏ ㎏

養
豚

繁殖 母豚１頭当たりの肥育豚年間出荷頭数 頭 頭 頭

一貫 母豚１頭当たりの子豚年間出荷頭数 頭 頭 頭

肥育 出荷豚１頭当たりの飼料要求率

肉
牛
経
営

繁殖 繁殖牛の分娩間隔（月又は日）

一貫
繁殖牛の分娩間隔又は出荷牛平均の１日平均増体

重（月 日 又は㎏）

肥育 出荷牛平均の１日平均増体重（品種： ） ㎏ ㎏ ㎏

採卵鶏
飼料要求率（５０％産卵日齢に達してから１年間又

は採卵鶏平均）

肉用鶏 飼料要求率（餌付けから４９日齢時又は出荷鶏平均）

収
益
性
の
分
析

過去３年の単年度ごとの決算が連続して損失を生じていない。 ○ ・ ×

３年連続で損失が発生している場合には次のいずれかの要件を満たしている。（該当するものを○印を付ける。）

・ ３年平均で損失金額の割合が売上高の５％以内である。 ○ ・ ×

・ 損失の原因が災害などの特別損失でそれを除けば損益はプラスである。 ○ ・ ×

・ 農業外収入の余剰以下である（個人事業者の場合）。 ○ ・ ×

経営リースで、堆肥化施設等を設置する場合、当機構が定める「家畜ふん尿処理施設の設計・審査

技術」に基づいて設計されていることを畜産環境アドバイザーの確認を受けた。
○ ・ × ・ 該当なし

実施要領に定める貸付申請書の添付書類の他に必要な添付書類 確認 ・ 未確認

添
付
資
料

３千万円から１億円未満の場合は、貸付施設等を導入後の経営状況報告書 適 ・ 否

１億円以上の場合は、貸付施設等を導入後の経営状況報告書及び事業計画書（連

帯保証を求められた場合は、連帯保証書）
適 ・ 否

注 選択する事項ついては、該当するものを○で記すこと。

－ 10 －
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様式例１－１

畜産高度化支援リース事業貸付申請に係る審査表

（経営リース）

平成 年 月 日

一般財団法人畜産環境整備機構環境整備部 殿

所属団体名

部課名電話番号

氏 名 印

下記の貸付申請者に係る要件等及び貸付けできない申請者に係る審査を行ったので、下記のとおり報告します。

記

要
件
等

申 請 者 名

貸付申請者は、貸付申資者の要件を満たしているか。 適 ・ 否

貸付申請施設等は、貸付けの対象となる施設等であるか。 適 ・ 否

「畜産高度化支援リース事業の健全かつ円滑な実施の確保につ

いて」１の（１）から（６）に該当しないこと。
該当せず ・ 該当する

項 目 年度 年度 年度

飼
養
家
畜
の
生
産
性

酪 農 経産牛１頭当たりの年間搾乳量（品種： ） ㎏ ㎏ ㎏

養
豚

繁殖 母豚１頭当たりの肥育豚年間出荷頭数 頭 頭 頭

一貫 母豚１頭当たりの子豚年間出荷頭数 頭 頭 頭

肥育 出荷豚１頭当たりの飼料要求率

肉
牛
経
営

繁殖 繁殖牛の分娩間隔（月又は日）

一貫
繁殖牛の分娩間隔又は出荷牛平均の１日平均増体

重（月 日 又は㎏）

肥育 出荷牛平均の１日平均増体重（品種： ） ㎏ ㎏ ㎏

採卵鶏
飼料要求率（５０％産卵日齢に達してから１年間又

は採卵鶏平均）

肉用鶏 飼料要求率（餌付けから４９日齢時又は出荷鶏平均）

収
益
性
の
分
析

過去３年の単年度ごとの決算が連続して損失を生じていない。 ○ ・ ×

３年連続で損失が発生している場合には次のいずれかの要件を満たしている。（該当するものを○印を付ける。）

・ ３年平均で損失金額の割合が売上高の５％以内である。 ○ ・ ×

・ 損失の原因が災害などの特別損失でそれを除けば損益はプラスである。 ○ ・ ×

・ 農業外収入の余剰以下である（個人事業者の場合）。 ○ ・ ×

経営リースで、堆肥化施設等を設置する場合、当機構が定める「家畜ふん尿処理施設の設計・審査

技術」に基づいて設計されていることを畜産環境アドバイザーの確認を受けた。
○ ・ × ・ 該当なし

実施要領に定める貸付申請書の添付書類の他に必要な添付書類 確認 ・ 未確認

添
付
資
料

３千万円から１億円未満の場合は、貸付施設等を導入後の経営状況報告書 適 ・ 否

１億円以上の場合は、貸付施設等を導入後の経営状況報告書及び事業計画書（連

帯保証を求められた場合は、連帯保証書）
適 ・ 否

注 選択する事項ついては、該当するものを○で記すこと。

11 

様式例１－２

畜産高度化支援リース事業貸付申請に係る審査表

（食肉リース）

平成 年 月 日

一般財団法人畜産環境整備機構環境整備部 殿

所属団体名

部課名電話番号

氏 名 印

下記の貸付申請者に係る要件等及び貸付できない申請者に係る審査を行ったので、下記の

とおり報告します。

記

要
件
等

申 請 者 名

貸付申請者は、貸付申資者の要件を満たしているか。 適 ・ 否

貸付申請施設等は、貸付けの対象となる施設等である

か。
適 ・ 否

「畜産高度化支援リース事業の健全かつ円滑な実施の確

保について」１の（２）から（６）に該当しないこと。
該当せず ・ 該当する

過去の機構リース

利用等実績

申請者 利用したことがある ・ 利用したことがない

貸付施設等販売業者 取引がある ・ 取引がない

収
益
性
の
分
析

過去３年の単年度ごとの決算が連続して損失を生じていない。 ○ ・ ×

３年連続で損失が発生している場合には次のいずれかの要件を満たしている。（該当す

るものを○印を付ける。）

・ ３年平均で損失金額の割合が売上高の５％以内である。 ○ ・ ×

・ 損失の原因が災害などの特別損失でそれを除けば損益はプラスである。 ○ ・ ×

・ 営業外収入の余剰以下である（個人事業者の場合）。 ○ ・ ×

実施要領に定める貸付申請書の添付書類の他に必要な添付書類 確認 ・ 未確認

添
付
資
料

１千万円から３千万円未満の場合は、貸付施設等を導入後の経営状

況報告書
適 ・ 否

３千万円以上の場合は、貸付施設等を導入後の経営状況報告書及び

事業計画書（連帯保証を求められた場合は、連帯保証書）
適 ・ 否

注 選択する事項ついては、該当するものを○で記すこと。
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様式例１－３

畜産高度化支援リース事業貸付申請に係る審査表

（生乳リース）

平成 年 月 日

一般財団法人畜産環境整備機構環境整備部 殿

所属団体名

部課名電話番号

氏 名 印

下記の貸付申請者に係る要件等及び貸付できない申請者に係る審査を行ったので、下記の

とおり報告します。

記

要
件
等

申 請 者 名

貸付申請者は、貸付申資者の要件を満たしている

か。
適 ・ 否

貸付申請施設等は、貸付けの対象となる施設等であ

るか。
適 ・ 否

「畜産高度化支援リース事業の健全かつ円滑な実施

の確保について」１の（２）から（６）に該当しないこと。
該当せず ・ 該当する

収
益
性
の
分
析

過去３年の単年度ごとの決算が連続して損失を生じていない。 ○ ・ ×

３年連続で損失が発生している場合には次のいずれかの要件を満たしている。（該当す

るものを○印を付ける。）

・ ３年平均で損失金額の割合が売上高の５％以内である。 ○ ・ ×

・ 損失の原因が災害などの特別損失でそれを除けば損益はプラスであ

る。
○ ・ ×

・ 営業外収入の余剰以下である（個人事業者の場合）。 ○ ・ ×

実施要領に定める貸付申請書の添付書類の他に必要な添付書類 確認 ・ 未確認

添
付
資
料

３千万円から１億円未満の場合は、貸付施設等を導入後の経営

状況報告書
適 ・ 否

１億円以上の場合は、貸付施設等を導入後の経営状況報告書

及び事業計画書

（連帯保証を求められた場合は、連帯保証書）

適 ・ 否

注 選択する事項ついては、該当するものを○で記すこと。

－ 12 －
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様式例１－３

畜産高度化支援リース事業貸付申請に係る審査表

（生乳リース）

平成 年 月 日

一般財団法人畜産環境整備機構環境整備部 殿

所属団体名

部課名電話番号

氏 名 印

下記の貸付申請者に係る要件等及び貸付できない申請者に係る審査を行ったので、下記の

とおり報告します。

記

要
件
等

申 請 者 名

貸付申請者は、貸付申資者の要件を満たしている

か。
適 ・ 否

貸付申請施設等は、貸付けの対象となる施設等であ

るか。
適 ・ 否

「畜産高度化支援リース事業の健全かつ円滑な実施

の確保について」１の（２）から（６）に該当しないこと。
該当せず ・ 該当する

収
益
性
の
分
析

過去３年の単年度ごとの決算が連続して損失を生じていない。 ○ ・ ×

３年連続で損失が発生している場合には次のいずれかの要件を満たしている。（該当す

るものを○印を付ける。）

・ ３年平均で損失金額の割合が売上高の５％以内である。 ○ ・ ×

・ 損失の原因が災害などの特別損失でそれを除けば損益はプラスであ

る。
○ ・ ×

・ 営業外収入の余剰以下である（個人事業者の場合）。 ○ ・ ×

実施要領に定める貸付申請書の添付書類の他に必要な添付書類 確認 ・ 未確認

添
付
資
料

３千万円から１億円未満の場合は、貸付施設等を導入後の経営

状況報告書
適 ・ 否

１億円以上の場合は、貸付施設等を導入後の経営状況報告書

及び事業計画書

（連帯保証を求められた場合は、連帯保証書）

適 ・ 否

注 選択する事項ついては、該当するものを○で記すこと。

13 

様式例２

平成 年 月 日作成

貸付対象施設等を設置するために必要な法的手続に関する調書

１ 建築確認

（１） 貸付対象施設の構造（木造又はそれ以外）

（２） 貸付対象施設の面積

（３） 設置場所に係る地域指定等（都市計画区域その他建築確認の必要性に影響を与える地

域指定等について記載すること）

（４） 建築確認の必要性（必要又は不要）

２ 農地転用

（１） 設置場所の現況地目

（２） 農地転用許可の必要性（必要又は不要）

３ その他の法的手続

上記に倣って具体的に記載すること。

－ 12 － － 13 －
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様式例３

（受託団体→（県経由）→機構）

第 ○○○○ 号

平成○年○月○日

一般財団法人畜産環境整備機構 理事長 殿

受託団体 〒）住 所

電 話 ○○○ ○○○ ○○○○

受託団体名 ○○○○協同組合連合会

代表者氏名 ○ ○ ○ ○ 印

畜産高度化支援リース事業貸付申請書の提出について（進達）

この度、下記の貸付申請者から別添のとおり、畜産高度化支援リース事業貸付

対象施設等貸付申請書の提出があり、関係書類を審査したところ、適当と認めら

れますので、貴機構との業務委託契約書に基づき進達します。

記

１ 貸付申請者及び貸付希望施設等

貸付申請者からの貸付申請書（別紙様式）のとおり

２ 検収を委任する場合の相手先

（１）業務委託 （○○○○協同組合）（無い場合は、「なし」と記入）

（２）検収委任 （○○○○協同組合）（無い場合は、「なし」と記入）

３ 添付書類

（１）貸付申請書一式

（２）その他関連する書類

－ 14 －
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様式例３

（受託団体→（県経由）→機構）

第 ○○○○ 号

平成○年○月○日

一般財団法人畜産環境整備機構 理事長 殿

受託団体 〒）住 所

電 話 ○○○ ○○○ ○○○○

受託団体名 ○○○○協同組合連合会

代表者氏名 ○ ○ ○ ○ 印

畜産高度化支援リース事業貸付申請書の提出について（進達）

この度、下記の貸付申請者から別添のとおり、畜産高度化支援リース事業貸付

対象施設等貸付申請書の提出があり、関係書類を審査したところ、適当と認めら

れますので、貴機構との業務委託契約書に基づき進達します。

記

１ 貸付申請者及び貸付希望施設等

貸付申請者からの貸付申請書（別紙様式）のとおり

２ 検収を委任する場合の相手先

（１）業務委託 （○○○○協同組合）（無い場合は、「なし」と記入）

（２）検収委任 （○○○○協同組合）（無い場合は、「なし」と記入）

３ 添付書類

（１）貸付申請書一式

（２）その他関連する書類

Ⅱ 貸付申請等の様式記入例

１ 経営リース

  （１）貸付申請書の記入例

次の例示により、貸付申請等の記載方法を解説します。

－ 14 － － 15 －





事例１（貸付申請者が個人） 事例２（貸付申請者が法人）

屋号又は法人名 港牧場 虎ノ門畜産（有）

経営者又は代表者 虎ノ門　一郎（６３歳） 神谷　太郎

後継者 有り －

経営形態 酪農 酪農

飼養頭数・規模等 搾乳牛３０頭・育成牛２０頭 搾乳牛７０頭・育成牛３０頭

取扱量・販売金額等 ９，２００ｋｇ／頭 ９，５００ｋｇ／頭

労働力 ３人（家族労働３人） ３人（家族労働３人）

田　畑 田１ｈａ・畑１ｈａ・草地６ｈａ 田１ｈａ・畑１ｈａ・草地６ｈａ

名　称 換気扇（インバータ付き） 換気扇（インバータ付き）

能　力
インバータ方式

型式NK-14FRB、NK-14EZB
インバータ方式

型式NK-14FRB、NK-14EZB

購入価額（円、税
抜）

3,100,000 3,100,000

利用方法 畜舎内環境改善 畜舎内環境改善

申 請 者

貸付希望施設等

経営状況

貸付申請者の前提条件

区　　分

－ 17 －



  ① 事例１（貸付申請者が個人の場合）の記載方法

別紙様式の１

平成２６年５月２０日

畜産高度化支援リース事業貸付施設等貸付申請書

（ 畜産環境整備リース事業 ）

一般財団法人 畜産環境整備機構 理事長 殿

貸付申請者 (〒)住所又は所在地

                              〒1050001 港区虎ノ門 5-12-1

                                 ふ り が な    みなとぼくじょう

名  称 港牧場

ふ り が な   とらのもん  いちろう    

氏 名 等 虎ノ門 一郎

                                 電話番号  03-321-7654

この度、下記２に記載した貸付施設等の貸付けを受けたく、畜産高度化支援リース事業実施要

領（以下「実施要領」という。）第９の２の規定に基づき、関係書類を添えて申請します。

なお、貸付申請に当たり、下記３の事項についてはこれを誓約します。

記

１ 貸付申請者の状況等

２ 貸付希望施設等

（補助付リース事業にあっては、事業効果について記述のこと。）．

３ 誓約事項

（１）貸付決定の上は、実施要領、貸付契約書の諸条項及び貸付決定通知書の記載事項を遵守

します。

（２）貸付施設等を借り受けるに当たり、貸付契約の締結時に、「リース事業保証保険」に加入す

る必要がある場合、機構にその手続きを委任します。

（３）今後の貸付決定通知書等文書の受領、貸付料等金銭の納入等に係る諸手続きについて

は、すべて受託団体を通じて行います。

※ 様式１号の１（個人用）または様式１号の２（法人、集団用）を添付してください

申請書を作成した

日を記入

○名称

屋号があれば、その名称

○氏名等

申請者名を記入

現住所を記入

申請者の経営規模・状況等を簡潔に

記入

貸付申請施設等の導入の理由及びの効果等を簡潔に記入

（記入例）

現在、乳牛５０頭規模の酪農を経営。経営状況は、２４年度までの３年間連続して所得が赤字で

したが、２５年度は黒字になりました。今後、良質な生乳を生産することにより、経営の安定を図

りたい。

（記入例）

現在、畜舎を開放して温度を下げているが、夏場において畜舎内の温度が上昇し、乳量等に影響

が出ています。このため、夏場の乳量を確保し、良質の生乳を生産するために、換気扇の導入が必

要になる。

虎

ノ

門

○アドレス

・メールアドレスを保有していれ

ば、そのアドレス

・ホームページを開設していれ

ば、そのアドレス

－ 18 －



様式１号の１

経営リース（個人用）

１ 貸付申請者の状況等

氏名 ・ 年齢 虎ノ門 一郎                    （６３歳）

後継者の有無 有 （申請者との関係    ）、  ○無

経営継続の確認 （記入例） リース期間中は、経営を継続します。

農協等への加入時期 大 ・ ○昭 ・ 平  ６２年  ４月

労働力（従業員数）    ３人（家族労働 ３人、雇用労働 ０人）

農
業
経
営

家畜家きん等の種類 申請時（頭・羽） 前年度（頭・羽） 前々年度（頭・羽）

乳牛 経産牛 ３２ ３０ ２９

    育成牛 ２０ ２０ ２０

田畑等の面積 田  １ha、畑  １ha、草地  ６ha

項目 ２５年度（千円） ２４年度（千円） ２３年度（千円）

 
 

 
 

直
近
の
経
営
状
況

収入金額①   ３０，４１８   ２７，１６２   ２６，６９２

経費②   ２６，３１１   ２８，０１３   ２７，７６６

差引金額③=①-②    ４，１０７   △８５１ △１，０７４

繰戻額等④        ０        ０        ０

繰入額等⑤    １，８００    １，８００    １，８００

青色申告控除額⑥ １００        ０        ０

所得額⑦=③+④-⑤-⑥   ２，２０７ △２，６５１ △２，８７４

長期借入金等負債の額⑧ １９，３５０

負債等の割合⑨=⑧÷① ６４％

注１ 経営継続の確認は、年齢が６０歳以上の者で後継者がいない場合のみ、貸付期間中

畜産経営を継続する旨を記述すること。

2   加入時期は、リースを申請する窓口である団体（農協、飼料基金等）に加入した年月と

すること。

3 家畜家きん等の種類欄は、乳牛、肉牛（黒毛、Ｆ１，乳用種等）、繁殖豚、肥育豚、卵鶏

及び肉鶏等を記載する。頭羽数は、種類ごとにできるだけ詳しく記入する（乳牛の例：育

成牛、子牛、未経産牛など）。また、預託の場合は、（  ）書きで内数の頭数を記入する

こと。

4 直近の経営状況については、所得税青色申告決算書（損益計算書（収入金額の内訳

等を含む。）、貸借対照表）に所得税の確定申告書Ｂ（第一表及び第二表）を添付のこと。

（確定申告等の内容が正確に把握できる資料があれば、それらの資料でも可）

5 取得額（消費税込み）が３千万円を超える場合は、直近５年の経営状況を記載のこと。

6 長期借入金等の額は、貸借対照表の固定負債の総額と純資産額の繰越損金等額と

の合計とする（以下同じ。）。  

後継者がいる場合
は、有に○、また
申請者との関係を
記入

６０歳以上で後継者がいない場合は、「リ
ース期間中は経営を継続する。」旨の記入
がある者のみリースが可能

家畜の飼養頭
羽数は、種類
別に記入
預託について
は、その頭数
を（）書き

①～⑦まで
は、別添１
の「平成２
５年所得税
青色申告決
算書・損益
計算書」例
の該当する
番号の額を
記入

・５割を超えているため、「長
期借入金等負債の償還計画」
の提出が必要

・５割未満の場合は、提出の必
要なし

左の欄を
直近年度
とする

田畑等の面積は、借
地を含めて記入

－ 18 － － 19 －



２ 貸付申請施設等

リース物件の名称 換気扇 合 計

①本体価額 3,100,000 円 ,000 円 ,000 円 3,100,000 円

消費税額(円単位) 248,000 円 円 円 155,000 円

合  計(円単位) 3,348,000 円 ,000 円 円 3,348,000 円

②補助金額 ,000 円 ,000 円 ,000 円 ,000 円

③取得価額(①－②) 3,100,000 円 ,000 円 円 3,100,000 円

備考欄（台数が複数の場

合は明細）

NK-14FPB 5 台

NK-14EZB 5 台

販売業者等
名称 港機械(株)

電話 03-999-1234

銘柄又は製造業者等 松下ナベック

型式・面積・容積

設置場所(車両の保管場

所)

港 区 虎 ノ 門

5-12-3

車両保険加入の有無 有 ・ 無

貸付期間の短縮又は延

長（理由）

７年→４年 年→  年 年→  年 年→  年

（記入例） 資金計画の都合により償還を早めたい

貸付対象施設等の利用方法（用途）

（記入例）  畜舎内に設置することにより、夏場の温度を引き下げる。

附加貸付料率低減の申請

私は、実施要領第３の４の（２）に定める要件に該当するので、基準料率より低減した附加貸付料

率の適用をお願いします。

  実施要領第３の４の（２）のアの（ウ）に該当

貸付料の納入方法（□に✓して下さい）     □✓年１回払い     □年４回払い

注 1 ②の補助金額は消費税抜きで 1,000 円未満切り捨てとする。

2 基準料率より低い附加貸付料の料率の適用申請者が認定農業者である場合は、

認定書面の写を添付すること。

３ 添付書類

(1) 見積書、カタログ及び図面（図面については原本証明を行ったもの）等

(2) 共同利用の施設等にあっては、共同利用契約書

(3) 「機構のリース事業の健全かつ円滑な実施の確保について」に基づき必要となる書面

(4) 複合経営である場合は、他の経営の収入等の明細等

・リース物件ごとに記入
・複数台数を一括して申請する場合は、備考欄にその明細を記入する
・貸付対象施設等の名称は、実施要領別表の貸付施設等の名称を記入
・本体価額は税抜きで千円単位

設置する場所の
住所を正確に記
入

リース物件の用途
を簡潔に記入

附加貸付料低減を申請する場合
は、実施要領の第３の４の(２)の
アの該当する項目の条項を記入

・貸付期間の短縮又は延長を希望す
る場合、希望年数及び理由を記入

・短縮は、耐用年数が 10 年未満は
70％まで、10 年以上は 60％まで
可能、１年未満切り捨て

・延長は、耐用年数にかかわらず
120％まで可能（補助付リースは
不可）、１年未満切り上げ

希望する納入方法にチ
ェックを入れる

貸付料率の引き下げを希
望する者は、忘れずに添付

設計図書のみ必要

収入金額に対する負債等の割合が５割を超え
る場合は、長期借入金等負債の償還計画、申
請額とリース債権残高を合わせて３千万円を
超える場合は、経営計画、事業計画等

不動産所得等

車両のほか、公
道走行するトラ
クター等につい
て、加入の有無
を○印
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様式例１－１

畜産高度化支援リース事業貸付申請に係る審査表

（経営リース）

平成２６年５月２５日
一般財団法人畜産環境整備機構環境整備部 殿

所属団体名    港酪農業協同組合
部課名電話番号 03-3459-6300
氏 名       環境 一郎   

下記の貸付申請者に係る要件等及び貸付けできない申請者に係る審査を行ったので、下記のとおり報告し
ます。

記

要
件
等

申 請 者 名 虎ノ門 一郎

貸付申請者は、貸付申資者の要件を満たしているか。 ○適   ・   否

貸付申請施設等は、貸付けの対象となる施設等であるか。 ○適   ・   否

「畜産高度化支援リース事業の健全かつ円滑な実施の確保について」１

の（１）から（６）に該当しないこと。
該当せず  ・   該当する

項     目 ２５年度 ２４年度 ２３年度

飼
養
家
畜
の
生
産
性

酪 農 経産牛１頭当たりの年間搾乳量（品種：ホルスタイン） 9,200 ㎏ 9,000 ㎏ 8,900 ㎏

養
豚

繁殖 母豚１頭当たりの肥育豚年間出荷頭数 頭 頭 頭

一貫 母豚１頭当たりの子豚年間出荷頭数 頭 頭 頭

肥育 出荷豚１頭当たりの飼料要求率

肉
牛
経
営

繁殖 繁殖牛の分娩間隔（月又は日）

一貫
繁殖牛の分娩間隔又は出荷牛平均の１日平均増体重（月

(日)又は㎏）

肥育 出荷牛平均の１日平均増体重（品種：      ） ㎏ ㎏ ㎏

採卵鶏
飼料要求率（５０％産卵日齢に達してから１年間又は採卵

鶏平均）

肉用鶏 飼料要求率（餌付けから４９日齢時又は出荷鶏平均）

収
益
性
の
分
析

過去３年の単年度ごとの決算が連続して損失を生じていない。 ○○ ・ ×

３年連続で損失が発生している場合には次のいずれかの要件を満たしている。（該当するものを○印を付ける。）

・ ３年平均で損失金額の割合が売上高の５％以内である。 ○ ・ ×

・ 損失の原因が災害などの特別損失でそれを除けば損益はプラスである。 ○ ・ ×

・ 農業外収入の余剰以下である（個人事業者の場合）。 ○ ・ ×

経営リースで、堆肥化施設等を設置する場合、当機構が定める「家畜ふん尿処理施
設の設計・審査技術」に基づいて設計されていることを畜産環境アドバイザーの確認
を受けた。

○ ・ × ・ 該当なし

実施要領に定める貸付申請書の添付書類の他に必要な添付書類 確認 ・ 未確認

添
付
資
料

３千万円から１億円未満の場合は、貸付施設等を導入後の経営状況報告書 適  ・   ○否
１億円以上の場合は、貸付施設等を導入後の経営状況報告書及び事業計画書

（連帯保証を求められた場合は、連帯保証書）
適  ・   ○否

注 選択する事項ついては、該当するものを○で記すこと。

環
境

受託団体等が作成

審査表を作成した担当

者の記名・押印

選択するものについては、各項目ご

とに、必ず該当するものを○で囲む

該当する飼養家畜の生

産性の経営指標を直近

３年間記入

申請書に記入した直近

３年間の経営状況にお

いて、所得額が連続して

赤字の場合

必要な添付書類を確認

の上、○を付す

申請額とリース債権残高と

合わせて３千万円（税込）

を超える場合に作成
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長期借入金等確認書

畜産高度化支援リース事業貸付申請に係る審査表の要件等のうち、虎ノ門太郎

の平成２５年度末現在の借入金等残高は、下記のとおり、１９，３５０，０００円であり、

平成２５年度売上高３０，４１８千円に対し、５割を上回ることを確認しました。

平成２６年５月２５日

港酪農業協同組合

環境 一郎

借入金融機関 償還期間 当初借入金額 残 高

日本政策金融公庫 平成２２年～３０年 ２０，０００，０００円 １５，２５０，０００円

日本政策金融公庫 平成２０年～３０年 ３，０００，０００円 １，１００，０００円

経営者本人貸し
経営者本人貸しのた

め返済計画なし
３，０００，０００円 ３，０００，０００円

合 計 ２６，０００，０００円 １９，３５０，０００円

 

環
境

所得税青色申告決算書の貸借照
表において、借入金等が確認でき
ない場合に、受託団体等の担当者
が作成

申請者名を記入

青色申告決算書の収入金額
又は法人決算書の売上高を
記入

「下回る」もしくは「上回る」を記入

受託団体等の確認・作
成者が記名押印

・法人の場合は、決算書の貸借対照表の固定負債の額
のうち、長期未払金等とする

・本人や親族又は役員等からの借入金についても記載
し、返済の有無についても記載する
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別
紙

２

リ
ー

ス
事

業
名

　
　

 ：
畜

産
高

度
化

支
援

リ
ー

ス
事

業
（
経

営
リ

ー
ス

）

借
受

者
名

　
　

　
　

　
：
虎

ノ
門

一
郎

（
単

位
：
千

円
）

２
６

年
度

２
７

年
度

２
８

年
度

２
９

年
度

３
０

年
度

日
本

政
策

金
融

公
庫

ス
ー

パ
ー

Ｌ
設

備
資

金
平

成
２

２
年

～
平

成
３

２
年

日
本

政
策

金
融

公
庫

ス
ー

パ
ー

Ｌ
運

転
資

金
平

成
２

０
年

～
平

成
３

０
年

経
営

者
本

人
貸

付
（
返

済
な

し
）

平
成

　
　

年
～

平
成

　
　

年
－

－
－

－
－

長
期

借
入

金
等

の
計

①

繰
越

欠
損

額
②

経
営

リ
ー

ス
バ

ー
ン

ク
リ

ー
ナ

ー
平

成
２

３
年

～
平

成
３

０
年

経
営

リ
ー

ス
換

気
扇

平
成

２
６

年
～

平
成

２
９

年

減
価

償
却

費

繰
越

利
益

剰
余

金 計

債
務

の
合

計
⑧

=
⑤

+
⑥

上 記 債 務 の 償 還 財 源

小
計

⑤
=
①

+
②

+
③

上
記

リ
ー

ス
債

権
の

残
高

⑦

償
還

期
間

今
回

貸
付

申
請

額
⑥

上
記

リ
ー

ス
債

権
の

残
額

④

当
機

構
の

既
貸

付
の

貸
付

残
高

③

借
入

先

長 期 借 入 金 等

長
期

借
入

金
等

負
債

の
償

還
計

画

２
５

年
度

末
残

高
資

金
名

借
入

金
等

の
使

途
利

率
年

度
別

長
期

借
入

金
等

の
償

還
借

入
先

金

融
機

関
を

全

て
記

入
 

直
近

決
算

に
お

け
る

借
入

金
残

高
を

記
入

 
資

金
名

は
正

式

名
称

を
記

入
 

使
途

を
記

入
 

借
入

時
の

利
率

又
は

変

動
利

率
の

場
合

は
、

直

近
の

利
率

を
記

入
 

借
入

年
か

ら

最
終

年
ま

で

を
記

入
 

直
近

の
確

定
申

告
書

Ｂ
第

一
表

の
「
本

年
分

で
差

し

引
く
繰

越
損

失
額

」
の

額
を

記
入

 
当

機
構

の
既

貸
付

契
約

の

リ
ー

ス
料

残

高
を

記
入

 

今
回

申
請

の
貸

付
施

設
等

の
総

額

（
税

込
、

附
加

貸
付

料
込

）を
記

入
 

直
近

決
算

の
損

益
計

算
書

の
減

価
償

却
費

を
記

入
（別

添
１

「
損

益
計

算
書

」参
照

）
 

直
近

の
決

算
に

お
い

て
、

繰
越

利
益

剰
余

金
等

が
あ

る

場
合

は
、

５
年

で
除

し
た

額
を

各
年

度
に

振
り

分
け

る
こ

と
が

可
能

 
単

年
度

の
利

益
又

は
固

定
資

産
売

却
益

な
ど

の
収

入
が

あ
る

場
合

は
、

該
当

す
る

年
度

に
記

入
 

②
の

額
を

５
年

で
除

し
、

そ
の

額
を

各
年

度
に

振
り

分
け

て
記

入
。

な
お

、

返
済

計
画

が
あ

る
場

合
は

、
そ

の

額
を

記
入

。
こ

の
場

合
、

返
済

計
画

を
提

出
 

毎
年

度
の

リ
ー

ス
料

試
算

額
を

記
入

 毎
年

度
の

減
価

償
却

費
試

算
額

を
記

入
 

経
営

者
本

人
等

の
貸

付
け

に
つ

い

て
も

記
載

し
、

返

済
予

定
の

有
無

を
記

載
 

負
債

等
の

割
合

が
５

割
を

超
え

る
場

合
に

提
出

が
必

要
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【
事

例
１

の
別

添
１

（
損

益
計

算
書

）
】

様
式

１
号

の
１

の
「
直

近
の

経
営

状
況

」
の

各
項

目
や

「
長

期
借

入
金

等
負

債
の

償
還

計
画

」
に

引
用

す
る

金
額

（
吹

き
出

し
の

○
付

き
数

字
は

「
直

近
の

経
営

状
況

」
の

各
項

目
の

数
字

に
対

応
）

金
  

  
  

  
  

  
額

金
  

  
  

  
  

  
額

金
  

  
  

  
  

  
 額

①
⑱

②
⑲

③
⑳

貸
倒

引
当

金
㊲

④
㉑

㊳

期
首

⑤
㉒

㊴

期
末

⑥
㉓

計
㊵

㉔
専

従
者

給
与

㊶

㉕
貸

倒
引

当
金

㊷

⑧
㉖

㊸

⑨
㉗

㊹

⑩
㉘

計
㊺

⑪
㉙

㊻

⑫
㉚

㊼

⑬
㉛

⑭
農

産
物

以
外

期
首

㉜

⑮
の

 棚
 卸

 高
期

末
㉝

⑯
㉞

⑰
㉟

平
成

２
５

年
分

所
得

税
青

色
申

告
決

算
書

（
農

業
所

得
用

）

損
　

　
益

　
　

計
　

　
算

　
　

書
　

　
　

　
（
　

自
　

１
　

月
　

１
　

日
　

至
　

１
２

　
月

　
３

１
　

日
　

）

科
  

  
  

  
  

  
  

目
科

  
  

  
  

  
  

  
目

科
  

  
  

  
  

  
 目

平
成

2
6
年

3
月

2
0
日

雑
収

入
減

価
償

却
費

各 種 引 当 金 ・ 準 備 金 等

繰 戻 額 等

小
計

（
①

②
③

）
経 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 費

作
業

用
衣

料
費

差
  

 引
  

 金
  

 額

荷
作

運
賃

手
数

料

農
産

物
の

棚
 卸

 高

雇
人

費

利
子

割
引

料

計
⑦

地
代

・
貸

借
料

家
事

消
費

事
業

消
費

金
額

農
業

共
済

掛
金

（
 ⑦

 －
 3

5
 ）

販
売

金
額

繰 入 額 等

（
④

－
⑤

＋
⑥

）
土

地
改

良
費

経 　 　 　 　 　 　 　 　 費

租
税

公
課

賦
課

分
担

金

種
苗

費
販

売
経

費

素
畜

費
電

話
代

収 　 　 入 　 　 金 　 　 額

動
力

光
熱

費
計

  
（
 3

1
＋

3
2
－

3
3
－

3
4
 ）

諸
材

料
費

の
ち

、
肉

用
牛

に
つ

い
て

特
例

の
適

用
を

受
け

る
金

額

㊱

肥
料

費
損

害
保

険
料

青
色

申
告

特
別

控
除

前
の

所
得

金
額

（
＋

－
）

飼
料

費
雑

費
青

色
申

告
特

別
控

除
金

額

修
繕

費
経

費
か

ら
差

し
引

く
果

樹
牛

馬
等

の
育

成
費

㊽
農

薬
衛

生
費

（
 4

6
 －

 4
7
 ）

農
具

費
小

計
所

得
金

額

①
 

②
 

③
 

④
 ⑤

 

⑥
 

⑦
 

減
価

償
却

費

は
、

「
長

期
借

入
金

等
負

債

の
償

還
計

画
」

の
償

還
財

源

に
記

入
す

る
 

住
　

所
東

京
都

港
区

虎
ノ

門
５

－
１

２
－

１
業

種
名

酪
農

業
依 頼 税 理 士 等

フ
リ

ガ
ナ

氏
　

名
虎ト

ラ

ノ
門モ

ン

　
一

郎
イ

チ
ロ

ウ

電
話

番
号

０
３

－
３

２
１

－
４

６
５

４
電

話
番

号

事
務

所
所

在
地

農
園

名
港

牧
場

氏
名

（
名

称
等

）
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【事例１の別添２（見積書）】

一般財団法人畜産環境整備機構　理事長　殿

港機械 株式会社　代表取締役 港　一郎

所在地   　港区神谷町１－２－３
電話番号　 ０３－９９９－１２３４
FAX番号　　０３－９９９－１２３５
担当者     港　次郎

　金額 ；  　 　円（税込）

　　　納品場所 港区虎ノ門　　 虎ノ門牧場

　　　受渡期間 平成２６年７月末日

　　　取引条件 機構が提示する条件

　　　見積書有効期限 平成２６年７月末日

規　　格 数量 単位 単　価 金　　額 　　備　　考

NK－14FPB 台

NK－14EZB 台

台

御　見　積　書
平成２６年４月３０日

品　　名

換気扇

（松下ナベック社製）

小計

消費税

合　　計

自動/手動制御

（松下ナベック社製）

コントローラー

（松下ナベック製）

販売業者が通常使用す

る見積書 
見積書提出の

日付けを記入 

あて先は、畜産環境整備機

構あて 

品名毎に製造メーカーと規格等を記入 

納品先名（申請者名）又は牧

場名を必ず明記 

代表印及び連絡先

を必ず明示 

申請者と相談し、納入希望日を記入 

納品時期、納品場所及び代金支払日等

について、機構が提示する方法による 

注１）本見積書は例示であり、説明にある仕様内容が記載され

れば、見積書様式等は問いません。

注２）機構は、販売業者の見積書において、上記の取引条件

を記入する欄等がない場合にあっては、販売業者は機構が条

件を提示することを理解しているものとして取り扱います。 

税抜きで千円単位 
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  ② 事例２（貸付申請者が法人の場合）の記載方法

別紙様式の１

平成２６年５月２０日

畜産高度化支援リース事業貸付施設等貸付申請書

（ 畜産環境整備リース事業 ）

一般財団法人 畜産環境整備機構 理事長 殿

貸付申請者 (〒)住所又は所在地

                    〒1050001 港区虎ノ門 3-19-13

                      ふ り が な    とらのもんぼくじょう

名  称 虎ノ門畜産（有）

ふ り が な   かみや  たろう    

氏 名 等 神谷 太郎

                      電話番号  03-321-7654

この度、下記２に記載した貸付施設等の貸付けを受けたく、畜産高度化支援リース事業施要領

（以下「実施要領」という。）第９実の２の規定に基づき、関係書類を添えて申請します。

なお、貸付申請に当たり、下記３の事項についてはこれを誓約します。

記

１ 貸付申請者の状況等

２ 貸付希望施設等

（補助付リース事業にあっては、事業効果について記述のこと。）．

３ 誓約事項

（１）貸付決定の上は、実施要領、貸付契約書の諸条項及び貸付決定通知書の記載事項を遵守

します。

（２）貸付施設等を借り受けるに当たり、貸付契約の締結時に、「リース事業保証保険」に加入す

る必要がある場合、機構にその手続きを委任します。

（３）今後の貸付決定通知書等文書の受領、貸付料等金銭の納入等に係る諸手続きについて

は、すべて受託団体を通じて行います。

※ 様式１号の１（個人用）または様式１号の２（法人、集団用）を添付してください

申請書を作成した

日を記入

○名称

法人人名を記入

○氏名等

代表者名を記入

本社住所を記入

申請者の経営規模・状況等を簡潔に記入

貸付申請施設等の導入理由及び導入後の効果等を簡潔に記入

（記入例）

現在、乳牛１００頭規模の酪農を経営。経営状況は、２４年度までの３年間連続して所得が赤字

でしたが、２５年度は黒字になりました。今後、良質な生乳を生産することにより経営の安定を図

りたい。

（記入例）

現在、畜舎を開放して温度を下げているが、夏場において畜舎内の温度が上昇し、乳量等に影響

が出ています。このため、夏場の乳量を確保し、良質の生乳を生産するために、換気扇を導入が必

要になる。

○アドレス

・メールアドレスを所有してい

れば、そのアドレス

・ホームページを開設していれ

ば、そのアドレス

様式１号の２

経営リース（法人・集団用）

１ 貸付申請者の状況等

法人名・集団名 虎ノ門畜産 有

農協等への加入時期 大・昭・○平 １０年 ４月

労働力（従業員数） ４人（家族労働 ３人、雇用労働１人）

資本金 出資金及び構

成内訳

総額 １０，０００千円

出資者名 神谷太郎 、金額 千円、出資者名 神谷恵子金額 千円

出資者名 、金額 千円、出資者名 、金額 千円

農
業
経
営

家畜家きんの種類 申請時（頭・羽） 前年度（頭・羽） 前々年度（頭・羽）

乳牛 経産牛 ７０ ６８ ６８

育成牛 ３０ ３０ ２７

田畑等の面積 田 １ 、畑 ３ 、草地 ５

項目 ２５年度（千円） ２４年度（千円） ２３年度（千円）

直
近
の
経
営
状
況

売上高① ６８，１２０ ６０，３０８ ５９，７０４

売上原価② ２１，６９４ ２０，５２４ ２０，３１８

販売費及び一般管理費③ ４３，２８６ ４３，１２２ ４２，２６０

営業損益④ ① ② ③ ３，１４０ △３，３３８ △２，８７４

営業外損益⑤ ４，１７７ １，２５３ １０２

経常利益⑥ ④ ⑤ ７，３１７ △２，０８５ △２，７７２

特別利益及び損失⑦ △５，７６１ △１０５ ５１０

法人税等⑧ １００ １００ １００

当期損益⑨ ⑥ ⑦ｰ⑧ １，４５６ △２，２９０ △２，３６２

利益剰余金等の額⑩ △１６，３０７

長期借入金等負債の額⑪ ５８，１３４

負債等の割合⑫＝⑪÷① ８５％

注１ 集団の場合、畜産農業者が含まれていることを証すること。

加入時期は、リースを申請する窓口である団体（農協、飼料基金等）に加入した年月とす

ること。

家畜家きん等の種類欄は、乳牛、肉牛（黒毛、Ｆ１，乳用種等）、繁殖豚、肥育豚、卵鶏

及び肉鶏等を記載する。頭羽数は、種類ごとにできるだけ詳しく記入する（乳牛の例：育

成牛、子牛、未経産牛など）。また、預託の場合は、（ ）書きで内数の頭数を記入するこ

と。

貸借対照表、販売費及び一般管理費、製造原価明細書等並びに売上高等の明細を添

付すること

取得額（消費税込み）が３千万円を超える場合は、直近５年の経営状況を記載すること

資本金総額及び
出資者名・出資金
を記入 

家畜の飼養頭
羽数は、種類
別に必ず記入 
預託について
は、その頭数
を（）書き 

田畑等の面積は、借
地を含めて記入 

田畑等の面積は、借
地を含めて記入 

田畑等の面積は、借
地を含めて記入 

田畑等の面積は、借
地を含めて記入 

①～⑪まで
は、例とし
て示してい
る、別添１
の平成２５
年決算書の
「損益計算
書」及び「貸
借対照表」
の該当する
番号の額を
記入 

・５割を超えているため、「長期借入
金等負債の償還計画」の提出が必
要 

・５割未満の場合は、提出の必要な
し 

左の年
度を直
近年度
とする 
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様式１号の２

経営リース（法人・集団用）

１ 貸付申請者の状況等

法人名・集団名 虎ノ門畜産 有

農協等への加入時期 大・昭・○平 １０年 ４月

労働力（従業員数） ４人（家族労働 ３人、雇用労働１人）

資本金 出資金及び構

成内訳

総額 １０，０００千円

出資者名 神谷太郎 、金額 千円、出資者名 神谷恵子金額 千円

出資者名 、金額 千円、出資者名 、金額 千円

農
業
経
営

家畜家きんの種類 申請時（頭・羽） 前年度（頭・羽） 前々年度（頭・羽）

乳牛 経産牛 ７０ ６８ ６８

育成牛 ３０ ３０ ２７

田畑等の面積 田 １ 、畑 ３ 、草地 ５

項目 ２５年度（千円） ２４年度（千円） ２３年度（千円）

直
近
の
経
営
状
況

売上高① ６８，１２０ ６０，３０８ ５９，７０４

売上原価② ２１，６９４ ２０，５２４ ２０，３１８

販売費及び一般管理費③ ４３，２８６ ４３，１２２ ４２，２６０

営業損益④ ① ② ③ ３，１４０ △３，３３８ △２，８７４

営業外損益⑤ ４，１７７ １，２５３ １０２

経常利益⑥ ④ ⑤ ７，３１７ △２，０８５ △２，７７２

特別利益及び損失⑦ △５，７６１ △１０５ ５１０

法人税等⑧ １００ １００ １００

当期損益⑨ ⑥ ⑦ｰ⑧ １，４５６ △２，２９０ △２，３６２

利益剰余金等の額⑩ △１６，３０７

長期借入金等負債の額⑪ ５８，１３４

負債等の割合⑫＝⑪÷① ８５％

注１ 集団の場合、畜産農業者が含まれていることを証すること。

加入時期は、リースを申請する窓口である団体（農協、飼料基金等）に加入した年月とす

ること。

家畜家きん等の種類欄は、乳牛、肉牛（黒毛、Ｆ１，乳用種等）、繁殖豚、肥育豚、卵鶏

及び肉鶏等を記載する。頭羽数は、種類ごとにできるだけ詳しく記入する（乳牛の例：育

成牛、子牛、未経産牛など）。また、預託の場合は、（ ）書きで内数の頭数を記入するこ

と。

貸借対照表、販売費及び一般管理費、製造原価明細書等並びに売上高等の明細を添

付すること

取得額（消費税込み）が３千万円を超える場合は、直近５年の経営状況を記載すること

資本金総額及び
出資者名・出資金
を記入 

家畜の飼養頭
羽数は、種類
別に必ず記入 
預託について
は、その頭数
を（）書き 

田畑等の面積は、借
地を含めて記入 

田畑等の面積は、借
地を含めて記入 

田畑等の面積は、借
地を含めて記入 

田畑等の面積は、借
地を含めて記入 

①～⑪まで
は、例とし
て示してい
る、別添１
の平成２５
年決算書の
「損益計算
書」及び「貸
借対照表」
の該当する
番号の額を
記入 

・５割を超えているため、「長期借入
金等負債の償還計画」の提出が必
要 
・５割未満の場合は、提出の必要な
し 

左の年
度を直
近年度
とする 
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２ 貸付申請施設等

リース物件の名称 換気扇 合 計

①本体価額 円 円 円 円

消費税額円単位 円 円 円 円

合 計円単位 円 円 円 円

②補助金額 円 円 円 円

③取得価額①－② 円 円 円 円

備考欄（台数が複数の場

合は明細）

台

台

販売業者等
名称 港機械 株

電話

銘柄又は製造業者等 松下ナベック

型式・面積・容積

設置場所 車両の保管場

所

港 区 虎 ノ 門

車両保険加入の有無 有 ・ 無

貸付期間の短縮又は延

長（理由）

７年→４年 年→ 年 年→ 年 年→ 年

（記入例） 資金計画の都合により償還を早めたい

貸付対象施設等の利用方法（用途）

（記入例） 畜舎内に設置することにより、夏場の温度を引き下げる。

附加貸付料率低減の申請

私は、実施要領第３の４の（２）に定める要件に該当するので、基準料率より低減した附加貸付料

率の適用をお願いします。

実施要領第３の４の（２）のアの（ウ）に該当

貸付料の納入方法（□に✓して下さい） □✓年１回払い □年４回払い

注 ②の補助金額は消費税抜きで 円未満切り捨てとする。

基準料率より低い附加貸付料の料率の適用申請者が認定農業者である場合は、

認定書面の写を添付すること。

３ 添付書類

見積書、カタログ及び図面（図面については原本証明を行ったもの）等

共同利用の施設等にあっては、共同利用契約書

「機構のリース事業の健全かつ円滑な実施の確保について」に基づき必要となる書面

複合経営である場合は、他の経営の収入等の明細等

・リース物件ごとに記入 
・複数台数を一括して申請する場合は、備考欄にその明細を記入する 
・貸付対象施設等の名称は、実施要領別表の貸付施設等の名称を記入 
・本体価額は税抜きで千円単位 
 

・居住地と同一の場所に設置
する場合でも、省略せず必
ず記入する。 

・居住地以外の場所に設置す
る場合は、地名、地番等を
省略せず記入する。 

 

設置する場所の
住所を正確に記
入 

リース物件の用途
を簡潔に記入 

附加貸付料低減を申請する場合
は、実施要領の第３の４の(２)の
アの該当する項目の条項を記入 

希望する納入方法にチ
ェックを入れる 

・貸付期間の短縮又は延長を希
望する場合、希望年数及び理
由を記入 

・短縮は、耐用年数が 10年未満
は 70％まで、10 年以上は
60％まで可能、１年未満切り
捨て 
・延長は、耐用年数にかかわら
ず 120％まで可能（補助付リ
ースは不可）、１年未満切り上
げ 

 

該当者は、忘れずに
添付 

設計図書のみ必要 

収入金額に対する負債の割合が５割を超える
場合は、長期借入金等負債の償還計画、申請
額とリース債権残高を合わせて３千万円を超
える場合は、経営計画、事業計画等 

不動産所得等 

車両のほか、公
道走行するト
ラクター等に
ついて、加入の
有無を○印 
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様式例１－１

畜産高度化支援リース事業貸付申請に係る審査表

（経営リース）

平成２６年５月２５日
一般財団法人畜産環境整備機構環境整備部 殿

所属団体名    港酪農業協同組合
部課名電話番号 03-3459-6300
氏 名       環境 一郎   

下記の貸付申請者に係る要件等及び貸付けできない申請者に係る審査を行ったので、下記のとおり報告し
ます。

記

要
件
等

申 請 者 名 虎ノ門畜産(有)

貸付申請者は、貸付申資者の要件を満たしているか。 ○適   ・   否

貸付申請施設等は、貸付けの対象となる施設等であるか。 ○適   ・   否

「畜産高度化支援リース事業の健全かつ円滑な実施の確保について」１

の（１）から（６）に該当しないこと。
該当せず  ・   該当する

項     目 ２５年度 ２４年度 ２３年度

飼
養
家
畜
の
生
産
性

酪 農 経産牛１頭当たりの年間搾乳量（品種：ホルスタイン） 9,500 ㎏ 9,200 ㎏ 9,000 ㎏

養
豚

繁殖 母豚１頭当たりの肥育豚年間出荷頭数 頭 頭 頭

一貫 母豚１頭当たりの子豚年間出荷頭数 頭 頭 頭

肥育 出荷豚１頭当たりの飼料要求率

肉
牛
経
営

繁殖 繁殖牛の分娩間隔（月又は日）

一貫
繁殖牛の分娩間隔又は出荷牛平均の１日平均増体重（月

(日)又は㎏）

肥育 出荷牛平均の１日平均増体重（品種：      ） ㎏ ㎏ ㎏

採卵鶏
飼料要求率（５０％産卵日齢に達してから１年間又は採卵

鶏平均）

肉用鶏 飼料要求率（餌付けから４９日齢時又は出荷鶏平均）

収
益
性
の
分
析

過去３年の単年度ごとの決算が連続して損失を生じていない。 ○○ ・ ×

３年連続で損失が発生している場合には次のいずれかの要件を満たしている。（該当するものを○印を付ける。）

・ ３年平均で損失金額の割合が売上高の５％以内である。 ○ ・ ×

・ 損失の原因が災害などの特別損失でそれを除けば損益はプラスである。 ○ ・ ×

・ 農業外収入の余剰以下である（個人事業者の場合）。 ○ ・ ×

経営リースで、堆肥化施設等を設置する場合、当機構が定める「家畜ふん尿処理施
設の設計・審査技術」に基づいて設計されていることを畜産環境アドバイザーの確認
を受けた。

○ ・ × ・ 該当なし

実施要領に定める貸付申請書の添付書類の他に必要な添付書類 確認 ・ 未確認

添
付
資
料

３千万円から１億円未満の場合は、貸付施設等を導入後の経営状況報告書 適  ・   ○否
１億円以上の場合は、貸付施設等を導入後の経営状況報告書及び事業計画書

（連帯保証を求められた場合は、連帯保証書）
適  ・   ○否

注 選択する事項ついては、該当するものを○で記すこと。

環
境

受託団体等が作成

審査表を作成した担当

者の記名・押印

選択するものについては、各項目ご

とに、必ず該当するものを○で囲む

該当する飼養家畜の生

産性の経営指標を直近

３年間記入

申請書に記入した直近

３年間の経営状況にお

いて、所得額が連続して

赤字の場合

必要な添付書類を確認

の上、○を付す

申請額とリース債権残高と

合わせて３千万円（税込）

を超える場合に作成
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別
紙

２

リ
ー

ス
事

業
名

　
　

 ：
畜

産
高

度
化

支
援

リ
ー

ス
事

業
（
経

営
リ

ー
ス

）

（
単

位
：
千

円
）

２
６

年
度

２
７

年
度

２
８

年
度

２
９

年
度

３
０

年
度

日
本

政
策

金
融

公
庫

ス
ー

パ
ー

Ｌ
設

備
資

金
平

成
２

２
年

～
平

成
３

２
年

役
員

貸
付

（
返

済
な

し
）

－
－

－
平

成
　

　
年

～
平

成
　

　
年

－
－

－
－

－

長
期

借
入

金
等

の
計

①

繰
越

欠
損

額
②

経
営

リ
ー

ス
バ

ー
ン

ク
リ

ー
ナ

ー
平

成
２

３
年

～
平

成
３

０
年

経
営

リ
ー

ス
換

気
扇

平
成

２
６

年
～

平
成

２
９

年

減
価

償
却

費

繰
越

利
益

剰
余

金 計

長
期

借
入

金
等

負
債

の
償

還
計

画

２
５

年
度

末
残

高
資

金
名

借
入

金
等

の
使

途
利

率
年

度
別

長
期

借
入

金
等

の
償

還

借
受

者
名

　
　

　
　

　
：
虎

ノ
門

畜
産

(有
)

債
務

の
合

計
⑧

=
⑤

+
⑥

上 記 債 務 の 償 還 財 源

小
計

⑤
=
①

+
②

+
③

上
記

リ
ー

ス
債

権
の

残
高

⑦

償
還

期
間

今
回

貸
付

申
請

額
⑥

上
記

リ
ー

ス
債

権
の

残
額

④

当
機

構
の

既
貸

付
の

貸
付

残
高

③

借
入

先

長 期 借 入 金 等借
入

先
金

融
機

関
を

全

て
記

入
 

直
近

決
算

に
お

け
る

借
入

金
残

高
を

記
入

 
資

金
名

は
正

式

名
称

を
記

入
 

使
途

を
記

入
 

借
入

時
の

利
率

又
は

変

動
利

率
の

場
合

は
、

直

近
の

利
率

を
記

入
 

借
入

年
か

ら

最
終

年
ま

で

を
記

入
 

法
人

の
場

合
、

直
近

の
決

算
書

の
貸

借
対

照
表

の
繰

越
利

益
剰

余
金

が
欠

損
で

あ
っ

た
場

合
、

そ
の

額
を

記
入

 
当

機
構

の
既

貸
付

契
約

の

リ
ー

ス
料

残

高
を

記
入

 

今
回

申
請

の
貸

付
施

設
等

の
総

額

（
税

込
、

附
加

貸
付

料
込

）を
記

入
 

直
近

決
算

の
損

益
計

算
書

の
減

価
償

却
費

を
記

入
（別

添
１

「
損

益
計

算
書

」参
照

）
 

直
近

の
決

算
に

お
い

て
、

繰
越

利
益

剰
余

金
等

が
あ

る

場
合

は
、

５
年

で
除

し
た

額
を

各
年

度
に

振
り

分
け

る
こ

と
が

可
能

 
単

年
度

の
利

益
又

は
固

定
資

産
売

却
益

な
ど

の
収

入
が

あ
る

場
合

は
、

該
当

す
る

年
度

に
記

入
 

②
の

額
を

５
年

で
除

し
、

そ
の

額
を

各
年

度
に

振

り
分

け
て

記
入

。
な

お
、

返
済

計
画

が
あ

る
場

合
は

、
そ

の
額

を
記

入
。

こ
の

場
合

、
返

済
計

画

を
提

出
 

毎
年

度
の

リ
ー

ス
料

試
算

額
を

記
入

 毎
年

度
の

減
価

償
却

費
試

算
額

を
記

入
 

役
員

等
の

貸
付

金
に

つ
い

て
も

記
載

し
、

返
済

予
定

の
有

無
を

記
載

 

各
年

の
債

務
の

償
還

財
源

の
合

計
額

が
、

⑧
の

債
務

の
合

計
額

を
上

回
っ

て
い

る
こ

と
。

確
実

に
返

済
で

き
る

か
が

重
要

。
 

負
債

等
の

割
合

が
５

割
を

超
え

る
場

合
に

提
出

が
必

要
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【
事

例
２

の
別

添
１

（
法

人
決

算
書

）
】

様
式

１
号

の
２

の
「
直

近
の

決
算

状
況

」
の

各
項

目
や

「
長

期
借

入
金

等
負

債
の

償
還

計
画

」
に
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用

す
る

金
額
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算
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況
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【
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固
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】
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定

資
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損
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益
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越
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 ②

 

③
 

④
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⑨
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入
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⑪
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損
益

計
算

書
の

売
上

高
に

対
し

て
５

０
％

を
上

回
っ

て
い

た
場

合
は

、
「
長

期

借
入

金
等

負
債

の
償

還
計

画
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成

す
る
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　　【事例２の別添２（見積書）】

一般財団法人畜産環境整備機構　理事長　殿

港機械 株式会社　代表取締役 港　一郎

所在地   　港区神谷町１－２－３
電話番号　 ０３－９９９－１２３４
FAX番号　　０３－９９９－１２３５
担当者     港　次郎

　金額 ；  　 　円（税込）

　　　納品場所 港区虎ノ門　　 虎ノ門牧場

　　　受渡期間 平成２６年７月末日

　　　取引条件 機構が提示する条件

　　　見積書有効期限 平成２６年７月末日

規　　格 数量 単位 単　価 金　　額 　　備　　考

NK－14FPB 台

NK－14EZB 台

台

小計

消費税

合　　計

自動/手動制御

（松下ナベック社製）

コントローラー

（松下ナベック製）

御　見　積　書
平成２６年４月３０日

品　　名

換気扇

（松下ナベック社製）

販売業者が通常使用す

る見積書 
見積書提出の

日付けを記入 

あて先は、畜産環境整備機

構あて 

品名毎に製造メーカーと規格等を記入 

納品先名（申請者名）又は牧

場名を必ず明記 

代表印及び連絡先

を必ず明示 

申請者と相談し、納入希望日を記入 

納品時期、納品場所及び代金支払日等

について、機構が提示する方法による 

注１）本見積書は例示であり、説明にある仕様内容が記載され

れば、見積書様式等は問いません。

注２）機構は、販売業者の見積書において、上記の取引条件を

記入する欄等がない場合にあっては、販売業者は機構が条件

を提示することを理解しているものとして取り扱います。 

税抜きで千円単位 
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個人 法人

貸付施設等貸付申請書 ○ ○
リース事業実施要領－別紙様式の１、様式１
号の１（個人）又は２（法人）

認定農業者である場合、認定書面 ○ ○

損益計算書（直近年度） ○

所得税青色申告決算書（直近年度） ○

貸借対照表（直近年度） － ○

所得税の確定申告書Ｂ（第一票及び第二表）
（直近年度） ○

長期借入金等負債の償還計画書
（負債等の割合が5割超の場合）

○ ○
リース事業の健全かつ円滑な実施の確保につ
いて－別紙２

経営状況報告書
（申請額等が3千万円～１億円未満の場合）

－ －
リース事業の健全かつ円滑な実施の確保につ
いて－別紙３

事業計画書
（申請額等が１億円以上の場合）

－ －
リース事業の健全かつ円滑な実施の確保につ
いて－別紙４

販売業者の見積書 ○ ○

貸付施設等のカタログ・図面 ○ ○

共同利用計画書
（共同利用の場合）

－

他の経営の収入明細
（複合経営等である場合）

－ －

貸付対象施設等を設置するために必要な法的
手続きに関する調書
（構築物等の場合）

－ － 留意事項（通常リース）－様式例２

貸付申請書の進達書 ○ ○ 留意事項（通常リース）－様式例３

畜産高度化支援リース事業貸付申請
に係る審査表

○ ○ 留意事項（通常リース）－様式例１－１

長期借入金等確認書
（決算書で長期借入金等が確認できない場合）

○

受
託
団
体
等

提出が求められる書面
作
成
者

　　（２）貸付申請書の提出に当たって確認する書面（経営リース）

　　事例1（個人）及び２（法人）について、受託団体等がＬＥＩＯに提出するに当たり、必要となる書面は下記の○の
とおり。

受託団体等確認
様式の所在

借
受
者
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２ 食肉リース

  （１）貸付申請書の記入例

次の例示により、貸付申請等の記載方法を解説します。
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貸付申請者の前提条件

事例３

屋号又は法人名 (株)虎ノ門精肉店

経営者又は代表者 虎ノ門　一郎

後継者 －

経営形態 食肉小売店

飼養頭数・規模等 －

取扱量・販売金額等
牛肉５２，６２１千円、豚肉９，７６２千円、
鶏肉６，７３７千円

労働力 ３０人（家族労働３人、雇用労働２７人）

田　畑 －

名　称 冷凍冷蔵車

能　力
１５０ＰＳ、高床

積載量２ｔ

購入価額（円、税抜） 5,000,000

利用方法 肉の配送

申 請 者

貸付希望施設等

経営状況

区　　　分
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事例３の記載方法

- 1 -

別紙様式の２－２（間接リース）

平成２６年５月２０日

畜産高度化支援リース事業貸付施設等貸付申請書

（ 食肉販売等合理化施設整備リース事業 ）

港区食肉事業協同組合連合会

会 長  畜産 環太郎    殿

借 受 者 (〒)住所又は所在地

住  所 〒1050001 港区虎ノ門 5-12-1

                                     ふ り が な   かぶしきがいしゃとらのもんせいにくてん       

名  称   株式会社虎ノ門精肉店

ふ り が な   とらのもん  いちろう

氏 名 等 虎ノ門 一郎

電話番号  03-321-7654

この度、下記により（一財）畜産環境整備機構に係る貸付施設等の貸付けを受けたく、畜産高度

化支援リース事業実施要領（以下「実施要領」という。）第９の２の規定に基づき、関係書類を添え

て申請します。

なお、貸付申請に当たり、実施要領及び貸付契約書の各条項並びに貸付決定通知書の記載事

項を遵守するとともに、貸付契約の締結時に「リース事業保証保険」に加入する必要がある場合

は、機構にその手続きを委任することを誓約します。

（注）貸付申請書の記載は、各リース事業ごとに次に掲げる様式とする。

１ 経営リース         別紙様式１の様式１号の１（個人用）を準用

同 様式１号の２（法人、集団用）を準用

２ 食肉リース         同   様式２号

３ 生乳リース         同   様式３号

４ １／２補助付きリース  同 様式１号の１（個人用）

同 様式１号の２（法人、集団用）

申請書を作成した

日を記入

○名称

・法人の場合は、法人名

・個人商店の場合は、屋号

○氏名等

代表者名を記入

○アドレス

・メールアドレスを所有してい

れば、そのアドレス

・ホームページを開設していれ

ば、そのアドレス

虎

ノ

門

リースを申請する窓口の所属

の組合又は連合会名及び代表

者名を記入。
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様式２号

１ 貸付申請者の状況等

法人名（店舗名） 株式会社虎ノ門精肉店

氏名・年齢 虎ノ門 一郎    （ ５５ 歳）

後継者（個人商店の場合） 有（申請者との関係       ） 無

経営継続の確認

組合への加入時期 大・昭・平   元年  ４月

従業員数 ３０人（家族労働 ３人、雇用労働 ２７人）

資本金(出資金)及び構成内訳

総額  ２０,０００千円

出資者名虎ノ門一郎金額 10,000 千円 出資者名虎ノ門花子金額

5,000 千円

出資者名虎ノ門太郎金額 5,000 千円 出資者名   、金額

千円

食品衛生法に基づく営業許可

番号
許可年月日 大 昭 平  20 年 3 月 1 日 衛保第 4321 号       

直近年（度）における

販売金額（千円）

牛 肉 豚 肉
その他

（鶏肉）
総 菜 合 計

52,621 9,762   3,737     3,000 69,120

項  目 ２５年度（千円） ２４年度（千円） ２３年度（千円）

 
 

 

直
近
の
経
営
状
況

売上高① ６９，１２０ ６７，４５７ ６５，１８９

売上原価② ４２，９３８ ４０，５４９ ３９，２８３

販売費及び一般管理費③ ３４，８３１ ３４，２６１ ３３，１５４

営業損益④=①-②-③ △８，６４９ △７，３５３ △７，２４８

営業外損益⑤ ４，１７７ ３，３８９ ３，０９４

経常利益⑥=④+⑤ △４，４７２ △３，９６４ △４，１５４

特別利益及び損失⑦ △８３７ ０ △５９２

法人税等⑧ ０ ０ ０

当期損益⑨=⑥+⑦ｰ⑧ △５，３０９ △３，９６４ △４，７４６

利益剰余金等の額⑩ △１６，３０７

長期借入金等の額⑪ ５８，１３４

負債等の割合⑫=⑪÷① ８４％

注 １ 個人商店の場合、法人名欄に店舗名を記入すること。

２ 個人商店の場合、後継者の有無を記入し、経営継続の意思を確認すること。

３ 経営継続の確認は、代表者年齢が６０歳以上の者で後継者がいない場合のみ、貸付期間中経営を継

続する旨を記述すること。

４ 組合への加入時期は、リースを申請する窓口である団体に加入した年月とすること。

５ 貸借対照表及び損益計算書（販売費、一般管理費、製造原価明細書等売上高等の明細を添付）を添

付すること。

６ 取得額（消費税込み）が１千万円を超える場合は、直近５年の経営状況を記載すること。

７ 個人商店の場合、直近の経営状況欄への記入は、様式１号の１「経営リース（個人用）」に準じて記入

すること。

個人商店の場合は、店

舗（屋号）名
個人商店の場合
で、後継者がいる
場合は、有に○、
また申請者との
関係を記入

個人商店で、６０歳以上で後継者がいな
い場合は、「リース期間中は経営を継続
する。」旨の記入がある者のみリースが
可能

左の欄
を直近
年度と
する

①～⑪までは、例とし
て示している、別添１
の平成２５年決算書の
「損益計算書」及び「貸
借対照表」の該当する
番号の額を記入

・５割を超えているため、「長
期借入金等負債の償還計
画」の提出が必要

・５割未満の場合は、提出の
必要なし

店舗の

営業許

可番号
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２ 貸付申請施設等 

リース物件の名称 冷蔵冷凍車    合 計 

①本体価額 5,000,000 円 円 円 5,000,000 円

消費税額(円単位) 400,000 円 円 円 400,000 円

合  計(円単位) 5,400,000 円 円 円 5,400,000 円

販売業者

等 

名称 港自動車㈱      

電話 03-999-1234      

銘柄又は製造業者等 畜環自動車      

型式・面積・容積 
NMS-142687F

PB-T 
     

設置場所(車両の保管場

所) 

港 区 虎 ノ 門

5-12-3 
     

貸付期間の短縮又は延

長（理由） 

５年→４年 年→  年 年→  年 年→  年

（記入例）資金計画の都合により償還を早めたい 

貸付対象施設等の利用方法（用途） 

 （記入例）  店舗等への食肉の配送に使用 

附加貸付料率低減の申請 

 私は、実施要領第３の４の（２）に定める要件に該当するので、基準料率より低減した附加貸

付料率の適用をお願いします。 

  実施要領第３の４の（２）のイの（ア）に該当 

貸付料の納入方法（□に✓して下さい）     □✓ 年１回払い     □年４回払い 

 

３ 添付書類 

(1) 見積書、カタログ及び図面（図面については原本証明を行ったもの）等 

(２) 「機構のリース事業の健全かつ円滑な実施の確保について」に基づき必要となる書面 

 

 

 

 

・リース物件ごとに記入 
・複数台数を一括して申請する場合は、備考欄にその明細を記入する
・貸付対象施設等の名称は、実施要領別表の貸付施設等の名称を記入
・本体価額は税抜きで千円単位 

リース物件の用途
を簡潔に記入 

附加貸付料低減を申請する場合
は、実施要領の第３の４の(２)
のアの該当する項目の条項を記
入 

・貸付期間の短縮又は延長を希望す
る場合、希望年数及び理由を記入

・短縮は、耐用年数が 10 年未満は
70％まで、10 年以上は 60％まで
可能、１年未満切り捨て 

・延長は、耐用年数にかかわらず 120
％まで可能、１年未満切り上げ 

希望する納入方法にチ
ェックを入れる 

設計図書のみ必要 

受託団体等が作成する貸付申請に係る審査表、売上高（個
人商店にあっては収入金額）に対する負債の割合が５割
を超える場合は、長期借入金等負債の償還計画、申請額
とリース残高を合わせて１千万円超える場合は、経営計
画、事業計画等 

設置する場所の
住所を正確に記
入 

－ 40 －
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様式例１－２

畜産高度化支援リース事業貸付申請に係る審査表

（食肉リース）

平成２６年５月２１日

一般財団法人畜産環境整備機構 環境整備部 殿

所属団体名  港食肉事業協同組合連合会

電話番号   03-987-6543

担当者氏名 港川 栄子          

下記の貸付申請者に係る要件等及び貸付けできない申請者に係る審査を行ったので、下記のと

おり報告します。

記

要

件

等

申請者名 株式会社虎ノ門精肉店

貸付申請者は、貸付申請者の要件を満たしているか。 適   ・   否

貸付申請施設等は、貸付けの対象となる施設等であるか。 適   ・   否

「畜産高度化支援リース事業の健全かつ円滑な実施の確

保について」１の（２）から（６）に該当しないこと。
該当せず ・ 該当する

過去の機構リース

利用実績

申請者 利用したことがある ・ 利用したことがない

貸付施設等販売業者 取引がある ・取引がない

収
益
性
の
分
析

過去３年の単年度ごとの決算が連続して損失を生じていない。 ○ ・ ×

３年連続で損失が発生している場合には次のいずれかの要件を満たしている。（該当するも

のを○印を付ける。）

・３年平均で損失金額の割合が売上高の５％以内である。 ○ ・ ×

・損失の原因が災害などの特別損失でそれを除けば損益はプラスである。 ○ ・ ×

・営業外収入の余剰以下である（個人事業者の場合）。 ○ ・ ×

実施要領に定める貸付申請書の添付書類の他に必要な添付書類 確認 ・ 未確認

添
付
資
料

１千万円から３千円未満の場合は、貸付施設等を導入後の経営

状況報告書 適  ・  否

３千万円以上の場合は、貸付施設等を導入後の経営状況報告書

及び事業計画書（連帯保証を求められた場合は、連帯保証書） 適  ・  否

注 選択する事項ついては、該当するものを○で記すこと。

港

川

ノ
門

申請書に記入した直

近３年間の経営状況

において、所得額が連

続して赤字の場合

借受団体等が作成

審査表を作成した担

当者の記名・押印

選択するものについては、各項目

ごとに、該当するものを○で囲む

必要な添付書類を確認

の上、○をつける。

申請額とリース債権

残高と合わせて３千

万円（税込）を超え

る場合に作成

－ 40 － － 41 －



別
紙

２

リ
ー

ス
事

業
名

　
　

 ：
畜

産
高

度
化

支
援

リ
ー

ス
事

業
（
食

肉
リ

ー
ス

）

借
受

者
名

　
　

　
　

　
：
㈱

虎
ノ

門
精

肉
店

（
単

位
：
千

円
）

２
６

年
度

２
７

年
度

２
８

年
度

２
９

年
度

３
０

年
度

日
本

政
策

金
融

公
庫

ス
ー

パ
ー

Ｌ
設

備
資

金
平

成
２

２
年

～
平

成
４

２
年

虎
ノ

門
銀

行
一

般
貸

付
運

転
資

金
平

成
２

０
年

～
平

成
３

０
年

役
員

借
入

金
（
返

済
予

定
無

し
）

返
済

な
し

平
成

　
　

年
～

平
成

　
　

年
－

－
－

－
－

長
期

借
入

金
等

の
計

①

繰
越

欠
損

額
②

食
肉

リ
ー

ス
ミ

ー
ト

ス
ラ

イ
サ

ー
平

成
２

２
年

～
平

成
３

１
年

食
肉

リ
ー

ス
冷

蔵
・
冷

凍
車

平
成

２
６

年
～

平
成

３
２

年

減
価

償
却

費

繰
越

利
益

剰
余

金 計

債
務

の
合

計
⑧

=
⑤

+
⑥

上 記 債 務 の 償 還 財 源

小
計

⑤
=
①

+
②

+
③

上
記

リ
ー

ス
債

権
の

残
高

⑦

償
還

期
間

今
回

貸
付

申
請

額
⑥

上
記

リ
ー

ス
債

権
の

残
額

④

当
機

構
の

既
貸

付
の

貸
付

残
高

③

借
入

先

長 期 借 入 金 等

長
期

借
入

金
等

負
債

の
償

還
計

画

２
５

年
度

末
残

高
資

金
名

借
入

金
等

の
使

途
利

率
年

度
別

長
期

借
入

金
等

の
償

還
借

入
先

金

融
機

関
を

全

て
記

入
 

直
近

決
算

に
お

け
る

借
入

金
残

高
を

記
入

 
資

金
名

は
正

式

名
称

を
記

入
 

使
途

を
記

入
 

借
入

時
の

利
率

又
は

変

動
利

率
の

場
合

は
、

直

近
の

利
率

を
記

入
 

借
入

年
か

ら

最
終

年
ま

で

を
記

入
 

○
個

人
商

店
の

場
合

 
直

近
の

確
定

申
告

書
Ｂ

第
一

表
の

「
本

年
分

で
差

し

引
く
繰

越
損

失
額

」
の

額
を

記
入

 
○

法
人

の
場

合
 

直
近

の
決

算
書

の
貸

借
対

照
表

の
繰

越
利

益
剰

余

金
が

欠
損

で
あ

っ
た

場
合

、
そ

の
額

を
記

入
 

当
機

構
の

既

貸
付

契
約

の

リ
ー

ス
料

残

高
を

記
入

 

今
回

申
請

の
貸

付
施

設
等

の
総

額

（
税

込
、

附
加

貸
付

料
込

）を
記

入
 

直
近

決
算

の
損

益
計

算
書

の
減

価
償

却
費

を
記

入
（別

添
１

「
損

益
計

算
書

」参
照

）
 

直
近

の
決

算
に

お
い

て
、

繰
越

利
益

剰
余

金
等

が
あ

る

場
合

は
、

５
年

で
除

し
た

額
を

各
年

度
に

振
り

分
け

る
こ

と
が

可
能

 
単

年
度

の
利

益
又

は
固

定
資

産
売

却
益

な
ど

の
収

入
が

あ
る

場
合

は
、

該
当

す
る

年
度

に
記

入
 

②
の

額
を

５
年

で
除

し
、

そ
の

額

を
各

年
度

に
振

り
分

け
て

記
入

。

な
お

、
返

済
計

画
が

あ
る

場
合

は
、

そ
の

額
を

記
入

し
、

こ
の

場

合
、

返
済

計
画

を
提

出
 

毎
年

度
の

リ
ー

ス
料

試
算

額
を

記
入

 毎
年

度
の

減
価

償
却

費
試

算
額

を
記

入
 

役
員

等
か

ら
の

貸

付
に

つ
い

て
も

記
載

し
、

返
済

予
定

の
有

無
を

記
載

 

負
債

等
の

割
合

が
５

割
を

超
え

る
場

合
に

提
出

が
必

要
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【
事

例
３

の
別

添
１

（
法

人
決

算
書

）
】

様
式

２
号

の
「
直

近
の

決
算

状
況

」
の

各
項

目
や

「
長

期
借

入
金

等
負

債
の

償
還

計
画

」
に

引
用

す
る

金
額

（
吹

き
出

し
の

○
付

き
数

字
は

「
直

近
の

決
算

状
況

」
の

各
項

目
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数
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に
対

応
）
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式
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門
精
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店

単
位
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円

単
位

：
円

【
売
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】

【
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動
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】
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】
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資
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の
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資
産

計
通
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固
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資
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計
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両
費

資
産
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部

計
支

払
手
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料
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税

公
課

諸
会

費

【
流

動
負

債
】

雑
費

買
掛

金
営

業
利

益
△

 8
,6

4
8
,8

0
0

短
期

借
入

金

未
払

金
【
営

業
外

収
益

】

未
払

費
用

受
取

利
息

流
動

負
債

計
雑

収
入

【
固

定
負

債
】

【
営

業
外

費
用

】

長
期

借
入

金
支

払
利

息

役
員

借
入

金
経

常
利

益
△

 4
,4

7
1
,9

5
0

固
定

負
債

計

負
債

の
部

計
【
特

別
利

益
】

固
定

資
産

売
却

益

【
特

別
損

失
】

【
株

主
資

本
】

　
固

定
資

産
売

却
損

［
資

本
金

］
税

引
前

当
期

利
益

△
 5

,3
0
8
,5

0
0

［
利

益
剰

余
金

］
法

人
税

・
住

民
税

等

（
そ

の
他

利
益

剰
余

金
）

△
 1

6
,3

0
7
,0

5
0

当
期

純
利

益
△

 5
,3

0
8
,5

0
0

　
繰

越
利

益
剰

余
金

△
 1

6
,3

0
7
,0

5
0

利
益

剰
余

金
計

△
 1

6
,3

0
7
,0

5
0

株
主

資
本

計
△

 6
,3

0
7
,0

5
0

純
資

産
の

部
計

△
 6

,3
0
7
,0

5
0

負
債

・
純

資
産

の
部

計

純
資

産
の

部

損
益

計
算

書
（
平

成
２

５
年

４
月

１
日

か
ら

平
成

２
６

年
３

月
３

１
日

ま
で

）

負
債

の
部

資
産

の
部

貸
借

対
照

表
（
平

成
２

６
年

３
月

３
１

日
現

在
）

①
 

②
 

③
 

④
 

⑤
 

営
業

外
収

益
と

営
業

外
費

用
と

の
差

額
 

⑥
 

⑦
 

特
別

収
益

と
特

別
損

失
と

の
差

⑧
 ⑨

 

⑪
 

固
定

負
債

の
額

が
、

損
益

計
算

書
の

売
上

高

に
対

し
て

５
０

％
を

上
回

っ
て

い
た

場
合

は
、

「
長

期
借

入
金

等
負

債
の

償
還

計
画

」
を

作
成

す
る

。
 

⑩
 

「
長

期
借

入
金

等
負

債
の

償

還
計

画
」
作

成
時

の
償

還
財

源
に

引
用

す
る

。
 

－ 42 － － 43 －



【事例２の別添２（見積書）】

一般財団法人畜産環境整備機構　理事長　殿

港自動車株式会社　　代表者　港　一郎

所在地   　港区神谷町１－２－３
電話番号　 ０３－９９９－１２３４
FAX番号　　０３－９９９－１２３５
担当者     港　次郎

金額 ；  5,400,000　円（税込）
　　納品場所 港区虎ノ門　㈱虎ノ門精肉店　

　　納入期間 平成26年7月31日

　　取引条件 機構が提示する条件

　　見積書有効期限 平成２６年７月末日

規　　格 数量 単位 単　価 金　　額 　　備　　考

台

小計

消費税

合　　計

御　見　積　書
平成２６年４月３０日

品　　名

冷蔵冷凍車

（畜環自動車社製）

販売業者が通常使

用する見積書 
見積書提出の

日付けを記入 

宛先は、畜産環境整備

機構あて 

品名毎に製造メーカーと規格等を見積りに記入 

納車先を必ず明記 

代表印及び連絡

先を必ず明示 

納車先と相談し、納入希望日を記入 

所有権移転時期や代金支払日等について、機

構が提示する方法によるものとする 

税抜きで千円単位 

注１）本見積書は例示であり、説明にある仕様内容が記載されれば、

見積書様式等は問いません。

注２）機構は、販売業者の見積書において、上記の取引条件を記入

する欄等がない場合にあっては、販売業者は機構が条件を提示す

ることを理解しているものとして取り扱います。 

自動車登録に要する諸税は、

借受者に請求するものとし、見

積書に記載しない 

特別仕様や付属品があれば、その内

容を記載 

車両代に係る消費税等を明記 

港
自
動
車

 

株
式
会
社

 

代
表
者
之
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貸付施設等貸付申請書 ○
リース事業実施要領－別紙様式の２－
２、様式２号

損益計算書（直近年度） ○

貸借対照表（直近年度） ○

長期借入金等負債の償還計画書
（負債等の割合が5割超の場合）

○
リース事業の健全かつ円滑な実施の確
保について－別紙２

経営状況報告書
（申請額等が１千万円～３千万円未満の場合）

－
リース事業の健全かつ円滑な実施の確
保について－別紙３

事業計画書
（申請額等が３千万円以上の場合）

－
リース事業の健全かつ円滑な実施の確
保について－別紙４

販売業者の見積書 ○

貸付施設等のカタログ・図面 ○

貸付申請書 ○
リース事業実施要領－別紙様式の２（間
接リース）

畜産高度化支援リース事業貸付申請
に係る審査表

○ 留意事項（通常リース）－様式例１－２

　　（２）貸付申請書の提出に当たって確認する書面（食肉リース）

　　事例３について、受託団体等がＬＥＩＯに提出するに当たり、必要となる書面は下記の○のとおり。

様式の所在

借
受
者

借
受
団
体
等

提出が求められる書面
借受団体等

確認

作
成
者
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３ 生乳リース

  （１）貸付申請書の記入例

次の例示により、貸付申請等の記載方法を解説します。
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貸付申請者の前提条件

事例４

屋号又は法人名 (株)港運輸

経営者又は代表者 愛宕　次郎

後継者 －

経営形態 貨物運送業

飼養頭数・規模等 稼働３０台

取扱量・販売金額等 生乳８，０００ｔ／年

労働力 ３０人、稼働車３０台

田　畑 －

名　称 ミルクタンクローリー（車台、タンク）

能　力
３５０ＰＳ

タンク容量１４，０００Ｌ

購入価額（円、税
抜）

10,500,000

利用方法 生乳の集送乳

区　　　分

申 請 者

貸付希望施設等

経営状況
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   事例４の記載方法

別紙様式の１

平成２６年５月２０日

畜産高度化支援リース事業貸付施設等貸付申請書

（ 生乳流通効率化支援リース事業 ）

一般財団法人 畜産環境整備機構 理事長 殿

貸付申請者 (〒)住所又は所在地

                               〒1050001 港区虎ノ門 5-12-1

                       ふ り が な    かぶ)みなとうんゆ

名  称 (株)港運輸

ふ り が な   あたご  じろう

氏 名 等 愛宕 次郎

                       電話番号  03-321-7654

この度、下記２に記載した貸付施設等の貸付けを受けたく、畜産高度化支援リース事業実施要

領（以下「実施要領」という。）第９の２の規定に基づき、関係書類を添えて申請します。

なお、貸付申請に当たり、下記３の事項についてはこれを誓約します。

記

１ 貸付申請者の状況等

２ 貸付希望施設等

（補助付リース事業にあっては、事業効果について記述のこと。）．

３ 誓約事項

（１）貸付決定の上は、実施要領、貸付契約書の諸条項及び貸付決定通知書の記載事項を遵守

します。

（２）貸付施設等を借り受けるに当たり、貸付契約の締結時に、「リース事業保証保険」に加入す

る必要がある場合、機構にその手続きを委任します。

（３）今後の貸付決定通知書等文書の受領、貸付料等金銭の納入等に係る諸手続きについて

は、すべて受託団体を通じて行います。

※ 様式１号の１（個人用）または様式１号の２（法人、集団用）を添付してください

申請書を作成した

日を記入

○名称

法人名を記入

○氏名等

法人代表者名を記入

本社住所を記入

申請者の経営規模・状況を簡潔に記入

貸付申請施設等の導入理由及び導入後の効果等を簡潔に記入

（記入例）

現在、３０台の車両を所有し、一般貨物の輸送や港酪農協の委託を受け生乳の集乳業務を行ってい

る。経営状況は、２４年度までの３年間連続して所得が赤字でしたが、経営の改善を進め、２５年度

は黒字になりました。

（記入例）

今年度は、集乳に使用している１０台のミルクタンクローリーのうち３台が更新時期に当たるた

め、手始めとして今回１台を申請します。残りの２台については、今後、順次申請します。

今回申請のミルクタンクローリーを導入することにより、故障が減少し、性能が安定するため、

集乳業務の効率化を図ります。

○アドレス

・メールアドレスを所有していれ

ば、そのアドレス

・ホームページを開設していれ

ば、そのアドレス
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様式３号

生乳リース

１ 貸付申請者の状況等

法人名 株 港運輸

集送乳委託契約等の時期 大・昭・○平 ５年 ４月

従業員数・稼働台数 ３０人・ ３０台

資本金 出資金 及び構成

内訳

総額 １０，０００千円

出資者名 愛宕次郎 、金額 千円、出資者名 愛宕三郎 、金額 千円

出資者名 、金額 千円、出資者名 、金額 千円

一般貨物自動車運送

事業許可番号
許可年月日 大 ○昭 平 年 月 日 番号 関自貨第１２３号

直近年（度）における輸

送量（ｔ）

生 乳 牛 乳 その他（ ） 合 計

８ ０００ ８，０００

直近年（度）におけるＣ

Ｓ施設の取扱乳量（ｔ）

生 乳 合 計

直近年（度）における販

売額（千円）
牛 乳

そ の 他

（ ）
合 計

項 目 ２５年度（千円） ２４年度（千円） ２３年度（千円）

直
近
の
経
営
状
況

売上高① ２３４，４３０ ２２５，１９０ ２０３，１６０

売上原価② ２０５，１９０ ２０７，０７０ １９１，４３０

販売費及び一般管理費③ ２０，７１０ ２５，６７０ ２０，７４０

営業損益④ ① ② ③ ８，５３０ △７，５５０ △９，０１０

営業外損益⑤ ３８０ ３，３７０ １，６１０

経常利益⑥ ④ ⑤ ８，９１０ △４，１８０ △７，４００

特別利益及び損失⑦ １，１５０ １，２６０ １，０５０

法人税等⑧ １５０ １００ １００

当期損益⑨ ⑥ ⑦ｰ⑧ ９，９１０ △３，０２０ △６，４５０

利益剰余金等の額⑩ △４，２７０ △１４，１８０ △１１，１６０

長期借入金等負債の額⑪ １２０，０００

負債等の割合⑫＝⑪÷① ５１％

注１ 組合等から集送乳の委託を受けている場合は、委託契約時期を記入すること。

２ 貸付申請施設等が集送乳車の場合は、直近年（度）における輸送量を記入すること。

３ 貸付申請施設等がＣＳ施設の場合は、直近年（度）における取扱乳量を記入すること。

４ 貸付申請施設等が牛乳販売関係の場合は、直近年（度）における販売額を記入すること。

５ 貸借対照表及び損益計算書（販売費、一般管理費、製造原価明細書等売上高等の明細を添付）

を添付すること。

６ 取得額（消費税込み）が３千万円以上の場合は、直近５年の経営状況を記載すること。

①～⑪まで
は、別添１の
例に示した
平成２５年
決算書の「損
益計算書」及
び「貸借対照
表」の該当す
る番号の額
を記入

左の欄を
直近年度
とする

組合等と集
送乳の委託
契約を締結
した年月 雇用従業員数

と常時稼働し
ている台数を
記入

国土交通
省の許可
年月日と
許可番号
を記入

直近年
度の該
当する
輸送量、
取扱量、
販売額
を記入

・５割を超えているため、 「長期
借入金等負債の償還計画」の提出
が必要

・５割未満の場合は、提出の必要な
し
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２ 貸付申請施設等

リース物件の名称
ミルクタンクロ

ーリー（車台）

ミルクタンクロ

ーリー（タンク）
合 計

①本体価額 円 円 円 円

消費税額円単位 円 円 円 円

合 計円単位 円 円 円 円

②補助金額 円 円 円 円

③取得価額①－② 円 円 円 円

販売業者等
名称

港いすゞ自動車

株

港機械株

電話

銘柄又は製造業者等 いすゞ ヤスダ

型式・面積・容積

設置場所 車両の保管場

所

港 区 虎 ノ 門 港 区 虎 ノ 門

貸付期間の短縮又は延長

（理由）

５年→４年 ５年→４年 年→ 年 年→ 年

（記入例） 資金計画の都合により償還を早めたい

貸付対象施設等の利用方法（用途）

（記入例） 港酪農協組合員の生産農家から生乳を集乳し、酪農協のＣＳ施設等まで輸送する。

附加貸付料率低減の申請

私は、実施要領第３の４の（２）に定める要件に該当するので、基準料率より低減した附加貸付料率

の適用をお願いします。

実施要領第３の４の（２）の○○○○に該当

貸付料の納入方法（□に✓して下さい） □✓年１回払い □年４回払い

３ 添付書類

（１）見積書、カタログ及び図面（図面については原本証明を行ったもの）等

（２）「機構のリース事業の健全かつ円滑な実施の確保について」に基づき必要となる書面

（３）ミルクタンクローリー等及びＣＳ等関係施設にあっては、指定団体の長等の意見書

（４）貸付対象施設等の設置場所が牛乳販売店（個人事業、共同事業を含む。）の場合は、借受団体

等が借受者である牛乳販売店の負う債務の支払について機構に保証する旨の誓約書

・リース物件ごとに記入
・複数台数を一括して申請する場合は、備考欄にその明細を記入する
・貸付対象施設等の名称は、実施要領別表の貸付施設等の名称を記入
・本体価額は税抜きで千円単位

設置する場
所の住所を
正確に記入

リース物件の用途を
簡潔に記入

附加貸付料低減を申請する場合は、
実施要領の第３の４の ２ のウと
記入

・貸付期間の短縮又は延長を希望
する場合、希望年数及び理由を
記入

・短縮は、耐用年数が 年未満は
％まで、 年以上は ％まで

可能、１年未満切り捨て
・延長は、耐用年数にかかわらず

％まで可能（補助付リースは
不可）、１年未満切り上げ

希望する納入方法にチェ
ックを入れる

収入金額に対する負債の割合が５割を超える場
合は、長期借入金等負債の償還計画、申請額と
リース債権残高を合わせて３千万円を超える場
合は、経営計画、事業計画等

設計図書のみ必要

－ 52 －



２ 貸付申請施設等

リース物件の名称
ミルクタンクロ

ーリー（車台）

ミルクタンクロ

ーリー（タンク）
合 計

①本体価額 円 円 円 円

消費税額円単位 円 円 円 円

合 計円単位 円 円 円 円

②補助金額 円 円 円 円

③取得価額①－② 円 円 円 円

販売業者等
名称

港いすゞ自動車

株

港機械株

電話

銘柄又は製造業者等 いすゞ ヤスダ

型式・面積・容積

設置場所 車両の保管場

所

港 区 虎 ノ 門 港 区 虎 ノ 門

貸付期間の短縮又は延長

（理由）

５年→４年 ５年→４年 年→ 年 年→ 年

（記入例） 資金計画の都合により償還を早めたい

貸付対象施設等の利用方法（用途）

（記入例） 港酪農協組合員の生産農家から生乳を集乳し、酪農協のＣＳ施設等まで輸送する。

附加貸付料率低減の申請

私は、実施要領第３の４の（２）に定める要件に該当するので、基準料率より低減した附加貸付料率

の適用をお願いします。

実施要領第３の４の（２）の○○○○に該当

貸付料の納入方法（□に✓して下さい） □✓年１回払い □年４回払い

３ 添付書類

（１）見積書、カタログ及び図面（図面については原本証明を行ったもの）等

（２）「機構のリース事業の健全かつ円滑な実施の確保について」に基づき必要となる書面

（３）ミルクタンクローリー等及びＣＳ等関係施設にあっては、指定団体の長等の意見書

（４）貸付対象施設等の設置場所が牛乳販売店（個人事業、共同事業を含む。）の場合は、借受団体

等が借受者である牛乳販売店の負う債務の支払について機構に保証する旨の誓約書

・リース物件ごとに記入
・複数台数を一括して申請する場合は、備考欄にその明細を記入する
・貸付対象施設等の名称は、実施要領別表の貸付施設等の名称を記入
・本体価額は税抜きで千円単位

設置する場
所の住所を
正確に記入

リース物件の用途を
簡潔に記入

附加貸付料低減を申請する場合は、
実施要領の第３の４の ２ のウと
記入

・貸付期間の短縮又は延長を希望
する場合、希望年数及び理由を
記入

・短縮は、耐用年数が 年未満は
％まで、 年以上は ％まで

可能、１年未満切り捨て
・延長は、耐用年数にかかわらず

％まで可能（補助付リースは
不可）、１年未満切り上げ

希望する納入方法にチェ
ックを入れる

収入金額に対する負債の割合が５割を超える場
合は、長期借入金等負債の償還計画、申請額と
リース債権残高を合わせて３千万円を超える場
合は、経営計画、事業計画等

設計図書のみ必要

様式例１－３

畜産高度化支援リース事業貸付申請に係る審査表

（生乳リース）

平成２６年５月２５日

一般財団法人畜産環境整備機構環境整備部 殿

所属団体名       港酪農業協同組合

部課名電話番号    03-3459-6300

氏  名       環境 一郎      

下記の貸付申請者に係る要件等及び貸付できない申請者に係る審査を行ったので、下記のとお

り報告します。

記

要
件
等

申 請 者 名 （有）港運輸

貸付申請者は、貸付申資者の要件を満たしているか。
○適   ・   否

貸付申請施設等は、貸付けの対象となる施設等であるか。 ○適   ・   否

「畜産高度化支援リース事業の健全かつ円滑な実施の確保につい

て」１の（２）から（６）に該当しないこと。
該当せず  ・  該当する

収
益
性
の
分
析

過去３年の単年度ごとの決算が連続して損失を生じていない。 ○○ ・ ×

３年連続で損失が発生している場合には次のいずれかの要件を満たしている。（該当するも

のを○印を付ける。）

・３年平均で損失金額の割合が売上高の５％以内である。 ○ ・ ×

・損失の原因が災害などの特別損失でそれを除けば損益はプラスである。
○ ・ ×

・営業外収入の余剰以下である（個人事業者の場合）。 ○ ・ ×

実施要領に定める貸付申請書の添付書類の他に必要な添付書類
確認 ・未確認

添
付
資
料

３千万円から１億円未満の場合は、貸付施設等を導入後の経営状況報告書 適 ・ 否

１億円以上の場合は、貸付施設等を導入後の経営状況報告書及び事業計画書

（連帯保証を求められた場合は、連帯保証書）
適 ・ 否

注 選択する事項ついては、該当するものを○で記すこと。

環
境

受託団体等が作成

審査表を作成した担当

者の記名・押印

選択するものについては、各項目ご

とに、該当するものを○で囲む

申請書に記入した直近

３年間の経営状況にお

いて、所得額が連続して

赤字の場合

必要な添付書類を確認の

上、○をつける。

申請額とリース債権残

高と合わせて３千万円

（税込）を超える場合

に作成
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　　【事例４の別添２（見積書）】

一般財団法人畜産環境整備機構　理事長　殿

港いすゞ自動車　株式会社　　　　　　

代表取締役 いすゞ　一郎　
所在地   　港区六本木１－２－３
電話番号　 ０３－９９９－４３２１
FAX番号　　０３－９９９－４３５５
担当者     いすゞ　次郎

　　　納入場所 (株)港運輸様　　

　　　納入期間 平成２６年７月３１日

　　　取引条件 機構が提示する条件

　　　見積書有効期限 平成２６年７月末日

　金額 ；  　 　円（税込）

ボディ形状

エンジン

台数

付帯費用

消費税等

○PTO　　PTOコントロール

○バックミラー　リモコン

○燃料タンク　300L

○エアタンク　アルミカバー製作

○指定看板入れ

御　見　積　書

○指定色塗装

車両代合計

自動車税

登録諸費用

特別仕様・付属品明細

自動車取得税

自動車重量税

自賠責保険料

SKG－FSR90S

ミルクローリー　シャーシ

１台平成26年式

○タイヤチェーン　一式

車両本体価格

特別仕様価格

車名

型式

年式

いすゞ　プロフェッショナル

合　　計

リサイクル料金

車両課税

下取価格分

合　　計

平成２６年４月３０日
販売業者が通常使用

する見積書 
見積書提出の

日付けを記入 

あて先は、畜産環境整備機構

あて 

納車先を必ず明記 

代表印及び連絡先

を必ず明示 

納車先（運送会社）と相談し、納入希望日を記入 

所有権移転時期や代金支払日等について、機

構が提示する方法によるものとする 

特別仕様や付属品の内容を記載 

 
自動車登録

に要する諸税

は、借受者に

請求するもの

とし、見積書

に記載しない 

税抜きで千円単位 

車両代に係る消費税等を明記 

注１）本見積書は例示であり、説明にある仕様内容が記載され

れば、見積書様式等は問いません。

注２）機構は、販売業者の見積書において、上記の取引条件を

記入する欄等がない場合にあっては、販売業者は機構が条件

を提示することを理解しているものとして取り扱います。 
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　　【事例４の別添２（見積書）】

一般財団法人畜産環境整備機構　理事長　殿

港機械 株式会社　代表取締役 港　一郎

所在地   　港区神谷町１－２－３
電話番号　 ０３－９９９－１２３４
FAX番号　　０３－９９９－１２３５
担当者     港　次郎

　　　納入場所 (株)港運輸様分　　

　　　納入期間 平成２６年７月３１日

　　　取引条件 機構が提示する条件

　　　見積書有効期限 平成２６年７月末日

　金額 ；  　 　円（税込）

数量 単位 単　価 金　　額 　　備　　考

ミルクタンクローリー（タンク） 台

　SSS300製・断熱仕様

合　　計

平成２６年４月３０日

御　見　積　書

　アルミ乗り上げ台、ステンレス工具箱

　バックカメラ取付

小計

消費税等

　タンク実容積　14,000L

　車検容積　14,000L

　フェンダーサイドバンパーSSS300製

　タンクサブフレームSSS300製

品　　名

販売業者が通常使用

する見積書 
見積書提出の

日付けを記入 

納車先を必ず明記 

代表印及び連絡先

を必ず明示 

納品先（ディーラー又は運送会社）と相談し、納

品予定日を記入 

所有権移転時期や代金支払日等について、機

構が提示する方法によるものとする 

備考欄や余欄等に当該物件の仕様内容を記載 

ミルクタンクローリーで、送乳用タン

クは（タンク）と表示 
税抜きで千円単位 

あて先は、畜産環境整

備機構あて 

注１）本見積書は例示であり、説明にある仕様内容が記載され

れば、見積書様式等は問いません。

注２）機構は、販売業者の見積書において、上記の取引条件を

記入する欄等がない場合にあっては、販売業者は機構が条件

を提示することを理解しているものとして取り扱います。 
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貸付施設等貸付申請書 ○
リース事業実施要領－別紙様式の１、様
式３号

損益計算書（直近年度） ○

貸借対照表（直近年度） ○

長期借入金等負債の償還計画書
（負債等の割合が5割超の場合）

○
リース事業の健全かつ円滑な実施の確
保について－別紙２

経営状況報告書
（申請額等が3千万円～１億円未満の場合）

－
リース事業の健全かつ円滑な実施の確
保について－別紙３

事業計画書
（申請額等が１億円以上の場合）

－
リース事業の健全かつ円滑な実施の確
保について－別紙４

販売業者の見積書 ○

貸付施設等のカタログ・図面 ○

貸付申請書の進達書 ○ 留意事項（通常リース）－様式例４

畜産高度化支援リース事業貸付申請
に係る審査表

○ 留意事項（通常リース）－様式例１－３

指定団体長の意見書
（ミルクタンクローリーやＣＳ施設の場合）

○

　　（２）貸付申請書の提出に当たって確認する書面（生乳リース）

　　事例４について、受託団体等がＬＥＩＯに提出するに当たり、必要となる書面は下記の○のとおり。

様式の所在

借
受
者

受
託
団
体
等

提出が求められる書面
受託団体等

確認

作
成
者
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